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第２号議案 長期優良住宅法の改正に伴う地区計画の一括変更 

 ２－１ 東京都市計画地区計画 六町地区地区計画の変更（足立区決定） 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

   令和５年３月２２日 

 

提 出 者  足 立 区 長  近 藤  弥 生 

 

 

本地区計画の内容を、別添計画図書のとおり決定する。 

 

（提案理由） 

 東京都市計画地区計画六町地区地区計画の内容を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項に

おいて準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要があるため、提案する。 
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都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画地区計画 

六町地区地区計画 

 

２ 理 由 

本地区は、東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、新都市生活創造域内の「生活の中心地」に位置付けら

れている。また足立区都市計画マスタープランにおいて「主要な地域拠点」に位置付けられている。 

本地区は、良好な定住環境づくりとつくばエクスプレス沿線の発展を担う「新たな活力、魅力、潤いのあるまち」の形成を目指し、

平成１４年２月に地区計画が策定された。 

このたび、令和４年２月に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い「長期優良住宅型総合設計制度」が創設

された。 

これを踏まえ、地区の位置付けにふさわしい土地利用を図るため、地区整備計画に定める「駅周辺地区」、「商業業務地区」の建築物

の容積率の最高限度にかかる規定において、建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建築物とともに、新たに「長期優良住

宅型総合設計制度」を活用した建築物を適用除外対象に加え、当該改正に対応した地区計画の変更を行うものである。 
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東京都市計画地区計画の変更（足立区決定） 
都市計画六町地区地区計画を次のように変更する。 

   名    称   六町地区地区計画 

   位    置 ※ 
足立区西加平一丁目、西加平二丁目、東保木間一丁目、一ツ家二丁目、南花畑一丁目、南花畑二丁目、保塚町、六町一丁
目、六町二丁目、六町三丁目及び六町四丁目各地内 

   面    積 ※ 約７０.０ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 
  常磐新線の新駅設置と、駅周辺の都市基盤が土地区画整理事業により整備される本地区において、足立区の新しい地域
拠点として、商業・業務・文化機能を導入し、良好な定住環境づくりと沿線の発展をになう｢新たな活力、魅力、潤いのあ
るまち｣の形成を目指し、公共施設の整備を図りつつ、土地の有効利用を適切に誘導する。 

土地利用の方針 

地区を１１地区に区分し、それぞれにふさわしい土地利用を促進する。 
１ 住宅地区－１ 

緑豊かでゆとりと潤いのある良好な中高層の住宅地の形成を図る。 
２ 住宅地区－２ 

住宅と工場が調和し、生活環境と生産環境のバランスのとれた中高層住宅地の形成を図る。 
３ 住宅地区－３ 
  良好な住環境を維持・保全し、ゆとりと潤いのある二階建て住宅地の形成を図る。 
４ 駅周辺地区 

新駅を中心として六町のシンボルを形成するとともに、地域拠点にふさわしい商業・業務機能の立地誘導と、文化・ 
 交流等の都市機能の集積を図る。 
５ 商業・業務地区 

新駅を中心とした｢駅周辺地区｣である地域拠点の中心をサポートし、土地の高度利用及び商業・業務の展開を図る。 
６ 沿道商業・業務地区 

日常の購買品を扱う店舗等の立地により、花畑街道のにぎわいを継承し、地域商業・業務の活性化と利便性の向上を 
図る。 

７ 幹線道路沿道地区 
土地の高度利用を図るとともに、自動車関連施設をはじめとする沿道サービス施設と住宅の共存を図る。 

８ 住工共存地区―１ 
土地の高度利用を図りつつ、中小規模工場の立地と住工共存整備地区として、生産環境と居住環境の調和を図る。 

９ 住工共存地区―２ 
中小規模工場の立地と住工共存整備地区として、生産環境と居住環境の調和を図る。 

10 住工共存地区―３ 
土地の高度利用を図りつつ、居住環境を確保し、家内工業や中小規模工場と住宅地の共存を図る。 

11 住工共存地区―４ 
居住環境を確保し、家内工業や中小規模工場の立地と住宅地の共存を図る。 
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地区施設の整備の方針 土地区画整理事業により、道路、公園、緑地を適切に配置し整備する。 

建築物等の整備の方針 
常磐新線の新駅周辺にふさわしい市街地環境、住宅と工場が共存できる環境、及び良好な住環境の形成を図るため、建築

物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制 
限、建築物等の高さの最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

位  置 
足立区西加平一丁目、西加平二丁目、東保木間一丁目、一ツ家二丁目、南花畑一丁目、南花畑二丁目、保塚町、六町一丁目、
六町二丁目、六町三丁目及び六町四丁目各地内 

面  積 約７０.０ｈａ 

道  路 

名 称 幅 員 延 長 備 考 名 称 幅 員 延 長 備 考 
区画道路１号  ※ １２-１５ｍ 約 ４９０ｍ 新 設 区画道路 27号 ６ｍ  約 ３３０ｍ 新 設 
区画道路２号  ※  ９-１１ｍ 約 ２６０ｍ 〃 区画道路 28号  ６ｍ 約  ９０ｍ 〃 
区画道路３号  ※ １０-１４ｍ 約 ４６５ｍ 〃 区画道路 29号  ６ｍ 約  ６０ｍ 〃 
区画道路４号  ※ ９-１４ｍ 約 ３５０ｍ 〃 区画道路 30号 ６ｍ 約 １２５ｍ 〃 
区画道路５号  ※ １０-１２ｍ 約 ２７０ｍ 〃 区画道路 31号 ６ｍ 約 １３０ｍ 〃 
区画道路６号  ※ １１ｍ 約 １２５ｍ 〃 区画道路 32号 ６ｍ 約 １２０ｍ 〃 
区画道路７号  ※ １１ｍ 約 １２５ｍ 〃 区画道路 33号 ６ｍ 約  ６０ｍ 〃 
区画道路８号  ※  ９ｍ 約 １２５ｍ 〃 区画道路 34号 ６ｍ 約  ７５ｍ 〃 
区画道路９号  ※  ９ｍ 約 ２００ｍ 〃 区画道路 35号 ６ｍ 約  ６５ｍ 〃 
区画道路 10号 ※  ９ｍ 約 １７０ｍ 〃 区画道路 36号 ６ｍ 約 １３０ｍ 〃 
区画道路 11号 ※  ９ｍ 約 ３４５ｍ 〃 区画道路 37号 ６ｍ 約 １０５ｍ 〃 
区画道路 12号 ※  ９ｍ 約 ３００ｍ 〃 区画道路 38号 ６ｍ 約 １２０ｍ 〃 
区画道路 13号 ※  ９ｍ 約 １２５ｍ 〃 区画道路 39号 ６ｍ 約  ５０ｍ 〃 
区画道路 14号 ※  ９ｍ 約 １４５ｍ 〃 区画道路 40号 ６ｍ 約  ６５ｍ 〃 
区画道路 15号 ※  ９ｍ 約 ３６５ｍ 〃 区画道路 41号 ６ｍ 約  ７５ｍ 〃 
区画道路 16号 ※ ８-１１ｍ 約 １５５ｍ 〃 区画道路 42号 ６ｍ 約 １３０ｍ 〃 
区画道路 17号 ※  ８ｍ 約 ２５５ｍ 〃 区画道路 43号 ６ｍ 約 １３５ｍ 〃 
区画道路 18号 ※  ８ｍ 約  ４０ｍ 〃 区画道路 44号 ６ｍ 約 １２０ｍ 〃 
区画道路 19号 ※  ８ｍ 約  ７０ｍ 〃 区画道路 45号 ６ｍ 約  ４５ｍ 〃 
区画道路 20号 ※  ８ｍ 約 １２５ｍ 〃 区画道路 46号 ６ｍ 約  ６５ｍ 〃 
区画道路 21号  ６ｍ 約 ２３５ｍ 〃 区画道路 47号 ６ｍ 約   ９０ｍ 〃 
区画道路 22号  ６ｍ 約 ２３０ｍ 〃 区画道路 48号 ６ｍ 約 １３０ｍ 〃 
区画道路 23号  ６ｍ 約 １７０ｍ 〃 区画道路 49号 ６ｍ 約 １２５ｍ 〃 
区画道路 24号  ６ｍ 約  ９５ｍ 〃 区画道路 50号 ６ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 25号 ６ｍ 約 ３２５ｍ 〃 区画道路 51号 ６ｍ 約  ４５ｍ 〃 
区画道路 26号  ６ｍ 約 １７５ｍ 〃 区画道路 52号 ６ｍ 約 １００ｍ 〃 
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地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道  路 

区画道路 53号 ６ｍ 約 １２０ｍ 新 設 区画道路 91号 ６ｍ 約 １１０ｍ 新 設 

区画道路 54号 ６ｍ 約 １６５ｍ 〃 区画道路 92号 ６ｍ 約  ５５ｍ 〃 

区画道路 55号 ６ｍ 約 １２５ｍ 〃 区画道路 93号 ６ｍ 約  ３５ｍ 〃 
区画道路 56号 ６ｍ 約 １３０ｍ 〃 区画道路 94号 ５ｍ 約  ６５ｍ 〃 
区画道路 57号 ６ｍ 約 １３５ｍ 〃 区画道路 95号 ５ｍ 約  ８５ｍ 〃 
区画道路 58号 ６ｍ 約 １３０ｍ 〃 区画道路 96号 ５ｍ 約  ３５ｍ 〃 
区画道路 59号 ６ｍ 約 １１０ｍ 〃 区画道路 97号 ５ｍ 約   ９０ｍ 〃 
区画道路 60号 ６ｍ 約  ４０ｍ 〃 区画道路 98号 ５ｍ 約  ９０ｍ 〃 
区画道路 61号 ６ｍ 約  ６０ｍ 〃 区画道路 99号 ５ｍ 約  ６５ｍ 〃 
区画道路 62号 ６ｍ 約 １５５ｍ 〃 区画道路 100号 ５ｍ 約   ７０ｍ 〃 
区画道路 63号 ６ｍ 約 ２２０ｍ 〃 区画道路 101号 ５ｍ 約   ８５ｍ 〃 
区画道路 64号 ６ｍ 約 １４５ｍ 〃 区画道路 102号 ５ｍ 約 １２０ｍ 〃 
区画道路 65号 ６ｍ 約 １７５ｍ 〃 区画道路 103号 ５ｍ 約   ６０ｍ 〃 
区画道路 66号 ６ｍ 約  ５０ｍ 〃 区画道路 104号 ５ｍ 約   ９５ｍ 〃 
区画道路 67号 ６ｍ 約  ５５ｍ 〃 区画道路 105号 ５ｍ 約   ９０ｍ 〃 
区画道路 68号 ６ｍ 約 １０５ｍ 〃 区画道路 106号 ５ｍ 約   ７５ｍ 〃 
区画道路 69号 ６ｍ 約 ２０５ｍ 〃 区画道路 107号 ５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 70号 ６ｍ 約 ２２０ｍ 〃 区画道路 108号 ５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 71号 ６ｍ 約  ７５ｍ 〃 区画道路 109号 ５ｍ 約   ９０ｍ 〃 
区画道路 72号 ６-７.５ｍ 約  ５０ｍ 〃 区画道路 110号 ５ｍ 約   ９０ｍ 〃 
区画道路 73号 ６ｍ 約  ６０ｍ 〃 区画道路 111号 ５ｍ 約   ５０ｍ 〃 
区画道路 74号 ６ｍ 約  ４５ｍ 〃 区画道路 112号 ５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 75号 ６ｍ 約  ６５ｍ 〃 区画道路 113号 ５ｍ 約   ３０ｍ 〃 
区画道路 76号 ６ｍ 約 １４０ｍ 〃 区画道路 114号 ５ｍ 約   ７５ｍ 〃 
区画道路 77号 ６ｍ 約  ４５ｍ 〃 区画道路 115号 ５ｍ 約   ９５ｍ 〃 
区画道路 78号 ６ｍ 約  ４５ｍ 〃 区画道路 116号 ５ｍ 約   ９０ｍ 〃 
区画道路 79号 ６ｍ 約  ８５ｍ 〃 区画道路 117号 ５ｍ 約   ８０ｍ 〃 
区画道路 80号 ６ｍ 約  ４５ｍ 〃 区画道路 118号 ５ｍ 約   ９０ｍ 〃 
区画道路 81号 ６ｍ 約   ７０ｍ 〃 区画道路 119号 ５ｍ 約   ６０ｍ 〃 
区画道路 82号 ６ｍ 約   ７０ｍ 〃 区画道路 120号 ５ｍ 約   ６５ｍ 〃 
区画道路 83号 ５ｍ 約  ６５ｍ 〃 区画道路 121号 ５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 84号 ６ｍ 約  ５０ｍ 〃 区画道路 122号 ５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 85号 ６ｍ 約  ５５ｍ 〃 区画道路 123号 ５ｍ 約   ３５ｍ 〃 
区画道路 86号 ６ｍ 約  ６０ｍ 〃 区画道路 124号 ５ｍ 約   ３５ｍ 〃 
区画道路 87号 ６ｍ 約 １４０ｍ 〃 区画道路 125号 ５ｍ 約   ６５ｍ 〃 
区画道路 88号 ６ｍ 約  ６０ｍ 〃 区画道路 126号 ４．５ｍ 約   ５５ｍ 〃 
区画道路 89号 ６ｍ 約 １２５ｍ 〃 区画道路 127号 ５ｍ 約   ９５ｍ 〃 
区画道路 90号 ６ｍ 約  ９０ｍ 〃 区画道路 128号 ５ｍ 約   ６５ｍ 〃 
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地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道  路 

区画道路 129号 ５ｍ 約  ５５ｍ 新 設 区画道路 167号 ５ｍ 約  ８０ｍ 新 設 

区画道路 130号 ５ｍ 約  ９０ｍ 〃 区画道路 168号 ４．５ｍ 約  ６０ｍ 〃 
区画道路 131号 ５ｍ 約  ６５ｍ 〃 区画道路 169号 ４．５ｍ 約  ４０ｍ 〃 
区画道路 132号 ５ｍ 約 １２０ｍ 〃 区画道路 170号 ４．５ｍ 約  ３５ｍ 〃 
区画道路 133号 ５ｍ 約  ４５ｍ 〃 区画道路 171号 ４．５ｍ 約  ４５ｍ 〃 
区画道路 134号 ５ｍ 約  ３５ｍ 〃 区画道路 172号 ４．５ｍ 約  ５０ｍ 〃 
区画道路 135号 ５ｍ 約  ９０ｍ 〃 区画道路 173号 ４．５ｍ 約  ４０ｍ 〃 
区画道路 136号 ５ｍ 約  ９０ｍ 〃 区画道路 174号 ４．５ｍ 約   ３５ｍ 〃 
区画道路 137号 ５ｍ 約   ７０ｍ 〃 区画道路 175号 ４．５ｍ 約  ４０ｍ 〃 
区画道路 138号 ５ｍ 約  ７０ｍ 〃 区画道路 176号 ５ｍ 約  ９５ｍ 〃 
区画道路 139号 ５ｍ 約  ７０ｍ 〃 区画道路 177号 ５ｍ 約  ８５ｍ 〃 
区画道路 140号 ５ｍ 約  ７５ｍ 〃 区画道路 178号 ５ｍ 約  ７０ｍ 〃 
区画道路 141号 ５ｍ 約  ７０ｍ 〃 区画道路 179号 ５ｍ 約  ７０ｍ 〃 
区画道路 142号 ５ｍ 約  ８０ｍ 〃 区画道路 180号 ５ｍ 約  ４０ｍ 〃 
区画道路 143号 ５ｍ 約   ６５ｍ 〃 区画道路 181号 ５ｍ 約  ６５ｍ 〃 
区画道路 144号 ５ｍ 約  ８５ｍ 〃 区画道路 182号 ４．５ｍ 約  ５５ｍ 〃 
区画道路 145号 ５ｍ 約  ７５ｍ 〃 区画道路 183号 ４．５ｍ 約  ３０ｍ 〃 
区画道路 146号 ５ｍ 約  ５０ｍ 〃 区画道路 184号 ４．５ｍ 約  ４５ｍ 〃 
区画道路 147号 ５ｍ 約  ４５ｍ 〃 区画道路 185号 ４．５ｍ 約  ５５ｍ 〃 
区画道路 148号 ５ｍ 約  ９０ｍ 〃 区画道路 186号 ４．５ｍ 約  ４０ｍ 〃 
区画道路 149号 ５ｍ 約   ９０ｍ 〃 区画道路 187号 ４．５ｍ 約  ３５ｍ 〃 
区画道路 150号 ５ｍ 約  ７５ｍ 〃 区画道路 188号 ４．５ｍ 約  ４０ｍ 〃 
区画道路 151号 ５ｍ 約 １３５ｍ 〃 区画道路 189号 ４．５ｍ 約  ５０ｍ 〃 
区画道路 152号 ５ｍ 約  ７０ｍ 〃 区画道路 190号 ４．５ｍ 約  ２０ｍ 〃 
区画道路 153号 ５-６ｍ 約  ８０ｍ 〃 区画道路 191号 ４．５ｍ 約  ３５ｍ 〃 
区画道路 154号 ５ｍ 約  ９０ｍ 〃 区画道路 192号 ４．５ｍ 約  ３５ｍ 〃 
区画道路 155号 ５ｍ 約  ８０ｍ 〃 区画道路 193号 ４．５ｍ 約  ３５ｍ 〃 
区画道路 156号 ５ｍ 約  ７０ｍ 〃 区画道路 194号 ４．５ｍ 約   ５０ｍ 〃 
区画道路 157号 ５ｍ 約  ８５ｍ 〃 区画道路 195号 ４．５ｍ 約   ５０ｍ 〃 
区画道路 158号 ５ｍ 約  ７０ｍ 〃 区画道路 196号 ４．５ｍ 約   ４５ｍ 〃 
区画道路 159号 ５ｍ 約 １００ｍ 〃 区画道路 197号 ４．５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 160号 ５ｍ 約  ８５ｍ 〃 区画道路 198号 ４．５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 161号 ５ｍ 約  ８５ｍ 〃 区画道路 199号 ４．５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 162号 ５ｍ 約  ４５ｍ 〃 区画道路 200号 ４．５ｍ 約   ５５ｍ 〃 
区画道路 163号 ５ｍ 約  ９０ｍ 〃 区画道路 201号 ４．５ｍ 約   ３０ｍ 〃 
区画道路 164号 ５ｍ 約  ８０ｍ 〃 区画道路 202号 ４．５ｍ 約   ４５ｍ 〃 
区画道路 165号 ５ｍ 約  ５０ｍ 〃 区画道路 203号 ４．５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 166号 ５ｍ 約  ７５ｍ 〃 区画道路 204号 ４．５ｍ 約   ３０ｍ 〃 

 



 

７７ 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道  路 

区画道路 205号 ４.５ｍ 約   ４５ｍ 新 設 区画道路 231号 ４.５ｍ 約   ６０ｍ 新 設 

区画道路 206号 ４.５ｍ 約   ４５ｍ 〃 区画道路 232号 ４.５ｍ 約   ６０ｍ 〃 
区画道路 207号 ４.５ｍ 約   ４０ｍ 〃 区画道路 233号 ４.５ｍ 約   ６０ｍ 〃 
区画道路 208号 ４.５ｍ 約   ４０ｍ 〃 区画道路 234号 ４.５ｍ 約   ５５ｍ 〃 
区画道路 209号 ５ｍ 約   ４５ｍ 〃 区画道路 235号 ４.５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 210号 ４.５ｍ 約   ３５ｍ 〃 区画道路 236号 ４.５ｍ 約  ６５ｍ 〃 
区画道路 211号 ４.５ｍ 約   ５５ｍ 〃 区画道路 237号 ４.５ｍ 約  ４０ｍ 〃 
区画道路 212号 ４.５ｍ 約   ５０ｍ 〃 区画道路 238号 ４.５ｍ 約  ３５ｍ 〃 
区画道路 213号 ４.５ｍ 約   ４５ｍ 〃 区画道路 239号 ４.５ｍ 約   ５０ｍ 〃 
区画道路 214号 ４.５ｍ 約   ４０ｍ 〃 区画道路 240号 ４.５ｍ 約   ４５ｍ 〃 
区画道路 215号 ４.５ｍ 約   ４０ｍ 〃 区画道路 241号 ４.５ｍ 約  ４０ｍ 〃 
区画道路 216号 ４.５ｍ 約   ３５ｍ 〃 区画道路 242号 ４.５ｍ 約   ４０ｍ 〃 
区画道路 217号 ４.５ｍ 約   ４５ｍ 〃 区画道路 243号 ４.５ｍ 約   ２５ｍ 〃 
区画道路 218号 ４.５ｍ 約   ４５ｍ 〃 区画道路 244号 ４.５ｍ 約  ３０ｍ 〃 
区画道路 219号 ４.５ｍ 約   ４５ｍ 〃 区画道路 245号 ４.５ｍ 約  ２０ｍ 〃 
区画道路 220号 ４.５ｍ 約   ３５ｍ 〃 区画道路 246号 ※ １０ｍ 約  ５０ｍ 拡 幅 
区画道路 221号 ４.５ｍ 約   ４５ｍ 〃 区画道路 247号 ※ ６ｍ(12ｍ)  約 ３７５ｍ 〃 
区画道路 222号 ４.５ｍ 約   ４０ｍ 〃 区画道路 248号 ※ ６ｍ(12ｍ) 約 ２６５ｍ 〃 
区画道路 223号 ４.５ｍ 約   ４０ｍ 〃 区画道路 249号 ２.５ｍ(5ｍ) 約 ３２０ｍ 〃 
区画道路 224号 ４.５ｍ 約   ４０ｍ 〃 区画道路 250号 ※ ４.５ｍ(9ｍ) 約 １４０ｍ 〃 
区画道路 225号 ４.５ｍ 約   ３５ｍ 〃 区画道路 251号 ０-７ｍ 約 １２５ｍ 新 設 
区画道路 226号 ４.５ｍ 約   ４５ｍ 〃 区画道路 252号 ※  １３.５ｍ 約  ３５ｍ 〃 
区画道路 227号 ４.５ｍ 約   ５５ｍ 〃 区画道路 253号 １-５ｍ 約  ６５ｍ 〃 
区画道路 228号 ４.５ｍ 約   ２５ｍ 〃 歩行者専用道路１号 ６ｍ 約  ２５ｍ 〃 
区画道路 229号 ４.５ｍ 約   ２５ｍ 〃 歩行者専用道路２号 ６ｍ 約  ３０ｍ 〃 
区画道路 230号 ４.５ｍ 約   ６０ｍ 〃 なお、( )内の記載の数値は、全幅員を表す。 

公  園 

名    称 面   積   備 考 名   称 面    積 備 考 

公 園 １ 号 約  １，６４０㎡ 新 設 公 園 ５ 号 約  １，０００㎡ 新 設 

公 園 ２ 号 約  ７，２５０㎡ 〃 公 園 ６ 号 約      ４００㎡ 〃 

公 園 ３ 号 約  ２，８９０㎡ 〃 公 園 ７ 号 約      ３２０㎡ 〃 

公 園 ４ 号 約      ６８０㎡ 〃  

その他の公共空地 

名    称 面    積 備 考 名    称 面    積 備 考 

緑 地 １ 号 約  １，８００㎡ 新 設 緑 地 ３ 号 約    ９６０㎡ 新 設 

緑 地 ２ 号 約  １，３７０㎡ 〃  
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地
区
整
備
計
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建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 
区分 

名 称 
住宅地区 
－１ 

住宅地区 
－２ 

住宅地区 
－３ 

駅周辺 
地区 

商業業務 
地区 

沿道商業 
業務地区 

幹線道路 
沿道地区 

住工共存 
地区－１ 

住工共存 
地区－２ 

住工共存 
地区－３ 

住工共存 
地区－４ 

面 積 約 14.3ha 約 32.1ha 約 0.4 ha 約 2.8 ha 約 6.2 ha 約 1.9 ha 約 7.5 ha 約 0.6 ha 約 2.6ha 約 0.1 ha 約 1.5ha  

建築物等の用途の
制限 
※ 

― 

    

次に掲げる建築物は建築してはならな
い。 
１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等
に関する法律第２条第１項第１号から第
３号及び第５号に規定する「風俗営業」 
を営む建築物 

２ ナイトクラブその他設備を設けて客に
ダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる 
営業を営む建築物（前号に該当する営業 
を営むものを除く。） 

３ ダンスホールその他設備を設けて客に
ダンスをさせる営業（客にダンスを教授
するための営業のうちダンスを教授する
者が客にダンスを教授する場合にのみ客
にダンスをさせる営業を除く。）を営む 
建築物 

 

次の各号に示すとおりと
する。 
１ 住宅、共同住宅とす 
る。ただし、店舗・倉庫
を併用することができ、
延べ面積の２分の１以上
を居住の用に供するこ
と。 

２ 同一敷地内に存する住
戸数７以上の共同住宅
は、床若しくは壁、又は
戸で区画された１住戸の
床面積を２９㎡以上とす
る。 

 
 
 
 

次に掲げる建築物は建築してはならな 
い。 
１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等 
に関する法律第２条第１項第１号から第 
３号及び第５号に規定する「風俗営業」 
を営む建築物並びに同条第６項第１号か 
ら第５号に掲げる「店舗型性風俗特殊営 
業」の用に供する建築物 

２ ナイトクラブその他設備を設けて客に
ダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる 
営業を営む建築物（前号に該当する営業 
を営むものを除く。） 

３ ダンスホールその他設備を設けて客に
ダンスをさせる営業（客にダンスを教授 
するための営業のうちダンスを教授する 
者が客にダンスを教授する場合にのみ客 
にダンスをさせる営業を除く。）を営む 
建築物 

      

建築物
の容積
率の最
高限度 
※ 

当該地区
整備計画
の区域の
特性に応
じた容積
率の最高
限度 

当該地区計画の内容に適合し、かつ特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合
(建築基準法第６８条の４に基づく認定)、又は土地区画整理事業における換地処分公告後は、下記の容積率を適用
する。 

― 

20/10 12/10 40/10 30/10 30/10 20/10 30/10 

ただし、建築基準法第５９
条の２第１項による許可を受
けた建築物は、この限りでな
い。 
 
 

       

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築
物については、上記の規定は適用しない。 
１ 建築基準法第５９条の２第１項による許
可を受けた建築物 

２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
第１８条第１項による許可を受けた建築物 

ただし、建築基準法第５９ 
条の２第１項による許可を受
けた建築物は、この限りでな
い。 
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地
区
整
備
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建
築
物
等
に
関
す
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建築物
の容積
率の最
高限度 
※ 

     

公共施設
の整備の
状況に応
じた容積
率の最高 
限度 

公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度は、計画図に示す数値とする。 

― 

建築物の建蔽率の
最高限度 

建築物の建蔽率の最高限度は、計画図に示す数値とする。その際、建築基準法第５３条第３項第２号の規定の
適用による建蔽率の緩和は適用できるものとする。 
なお、土地区画整理事業における仮換地指定後、当該敷地が接する道路が、建築基準法上による道路になった

場合は、このかぎりでない。 

建築物等の形態又
は色彩その他の意
匠の制限 

― 

    

― 

屋根、外壁等の色彩は、 
良好な居住環境にふさわし
い、落ち着いた色あいのも
のとする。 
 

次の各号に示すとおりとする。 
１ 屋外広告物は、地区の良好な美観・風致などを良好に維持し、 
また腐朽し、又は破損しやすい材料を使用した危険な広告物等を
防止するものとする。 

２ 高架水槽及び工作物等は景観に配慮したものとする。 

     

建築物等の高さの
最高限度 

― 

  

― 
次の各号に示すとおりとする。 

１ 建築物の階数は地階を除き二階以下とする。 
２ 建築物の高さは地盤面より７.７ｍ以下とし、軒高は６.３ｍ以下とする。 

  

建築物の敷地面積
の最低限度 

８３.０㎡とする。 
ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。 

１ 土地区画整理事業で換地面積が８３.０㎡未満の場合は、仮換地指定面積とする。 
２ 区長が良好な居住環境を害するおそれがないと認めたもの。 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又は、これに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置を超えて建築してはならない。 
ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。 

１ 床面積に算入されない出窓の部分 
２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２.３ｍ以下でかつ、壁面の後退距離に満た 
ない部分にある床面積の合計が５㎡以下であるもの 

３ 自動車車庫で軒の高さが２.３ｍ以下であるもの 
４ 住宅地区-３で外壁の後退距離が５０cm に満たない建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面の長さの合計が１ｍ以内
の建築物の部分 

５ 区長がやむを得ないと認めたもの 
 



８０ 

 

地
区
整
備
計
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 垣又は柵の構造
の制限 

道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとし、これらの併用は妨げない。 
ただし、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造及びこれらに類する構造の部分の高さが前面道路中心

から０.６ｍ以下のもの又は、法令等の制限上やむ得ないものについてはこの限りではない。 

                  ※は知事協議事項 
「区域、地区の区分、地区施設の配置、壁面の位置の制限を行う位置は、計画図表示のとおり」 
 
理 由：建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建築物とともに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴う「長期優良住宅型総合

設計制度」を活用可能にするため、地区計画を変更する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

８１ 

変 更 概 要（  部分が変更あるいは追加、削除の部分） 

名   称 六町地区地区計画 

 位   置※ 
足立区西加平一丁目、西加平二丁目、東保木間一丁目、一ツ家二丁目、南花畑一丁目、南花畑二丁目、保塚町、六町一丁目、六町

二丁目、六町三丁目及び六町四丁目各地内 

 面   積※ 約７０．０ｈａ 

事   項 旧 新 摘要 

 位   置※ 足立区西加平一丁目、(略)、保塚町、(略)各地内 足立区西加平一丁目、(略)、保塚町、(略)各地内 文言の精査 

 
建築物等の整備の 

方針 

(略)、建築物の建ぺい率の最高限度、(略)、垣又はさく

の構造の制限を定める。 

(略)、建築物の建蔽率の最高限度、(略)、垣又は柵の構

造の制限を定める。 

文言の精査 

地
区
整
備
計
画 

 位  置 足立区西加平一丁目、(略)、保塚町、(略)各地内 足立区西加平一丁目、(略)、保塚町、(略)各地内 文言の精査 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区 
の 
区分 

名称 

住宅地区-1～3 
沿道商業業務地区 
幹線道路沿道地区 
住工共存地区-1～4 

駅周辺 
地区 

商業業務 
地区 

住宅地区-1～3 
沿道商業業務地区 
幹線道路沿道地区 
住工共存地区-1～4 

駅周辺 
地区 

商業業務 
地区 

 

面積 (略) 約 2.8ha 約 6.2ha (略) 約 2.8ha 約 6.2ha 

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
※ 

当該地区

整備計画

の区域の

特性に応

じた容積

率の最高

限度 

当該地区計画の内容に適合し、(中略)下記の容積率を
適用する。 

当該地区計画の内容に適合し、(中略)下記の容積率を
適用する。 

地区区分に
応じた適用
除外規定の
追加、文言
の精査 

(略) 40/10 30/10 (略) 40/10 30/10 

ただし、建築基準法第５９条の２による建築物は、この
限りでない。 

ただし、建築基準
法第５９条の２第１
項による許可を受け
た建築物は、この限
りでない。 

ただし、次の各号のいずれかに
該当する建築物については、上記
の規定は適用しない。 
１ 建築基準法第５９条の２第１
項による許可を受けた建築物 

２ 長期優良住宅の普及の促進に
関する法律第１８条第１項によ
る許可を受けた建築物 

公共施設

の整備の

状況に応

じた容積

率の最高

限度 

公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度は、
計画図に示す数値とする。 

公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度は、
計画図に示す数値とする。 

 

 



８２ 

 

 

事   項 旧 新 摘要 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の 
建蔽率の 
最高限度 

建築物の建ぺい率の最高限度は、計画図に示す数値と
する。その際、建築基準法第５３条第３項第２号の規定の
適用による建ぺい率の緩和は適用できるものとする。 
(略) 

建築物の建蔽率の最高限度は、計画図に示す数値と  
する。その際、建築基準法第５３条第３項第２号の規定の
適用による建蔽率の緩和は適用できるものとする。 
(略) 

文言の精査 

垣又は柵の 
構造の制限 

道路に面して設ける垣又はさくの構造は、生け垣又は
フェンスとし、これらの併用は妨げない。(略) 

道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又は  
フェンスとし、これらの併用は妨げない。(略) 

文言の精査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

８３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
縮小版 

六町地区地区計画 
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第２号議案 長期優良住宅法の改正に伴う地区計画の一括変更 

２－２ 東京都市計画地区計画 足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画の変更（足立区決定） 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

   令和５年３月２２日 

 

提 出 者  足 立 区 長  近 藤  弥 生 

 

 

本地区計画の内容を、別添計画図書のとおり決定する。 

 

（提案理由） 

 東京都市計画地区計画足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画の内容を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律第１

００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要があるため、

提案する。  
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都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画地区計画 

足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画 

 

２ 理 由 

本地区は、足立区の北西部に広がる土地区画整理事業を施行すべき区域内に位置しており、緑豊かな快適で便利なまちの形成を目

指し、平成１６年６月に地区計画を都市計画決定した。 

本地区内にある見沼代親水公園駅周辺は、東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、日暮里・舎人ライナー

における北の玄関口として商業機能を集積しにぎわいのある生活の中心地に位置付けられている。 

また、足立区都市計画マスタープランにおいて、本地区の見沼代親水公園駅周辺は「地域拠点」に位置付けられている。 

このたび、令和４年２月に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い「長期優良住宅型総合設計制度」が創設

された。 

これを踏まえ、地区の位置付けにふさわしい土地利用を図るため、地区整備計画に定める「駅周辺地区②」にかかる建築物の容積率

の最高限度の規定において、建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建築物と「長期優良住宅型総合設計制度」を活用した

建築物を新たに適用除外対象とし、当該改正に対応した地区計画の変更を行うものである。 
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東京都市計画地区計画の変更（足立区決定） 
都市計画足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画を次のように変更する。 

    名    称   足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画 

    位    置 ※ 
足立区入谷一丁目、古千谷本町一丁目、古千谷本町二丁目、古千谷本町三丁目、古千谷本町四丁目、舎人一丁目、 
舎人二丁目、舎人三丁目、舎人五丁目、西伊興四丁目及び東伊興二丁目各地内 

    面    積 ※ 約１２１.５ha 

地区計画の目標 

本地区は、日暮里・舎人ライナーの新駅が開業され、利便性が向上し活発な土地利用が図られる地区であり、骨格と
なる道路網は、土地改良事業や開発計画等により、ほぼ完成されている。 
土地区画整理事業を施行すべき区域において、緑豊かな快適で便利なまちの形成を目指し、都立舎人公園や見沼代親

水公園の水と緑を保全しつつ、多様な世代が住み続けられる良好な居住環境と、コミュニティ活動の根づくまちづくり
を推進し、良好な低中層住宅地として、さらに、地域拠点である駅周辺地区として、公共施設の整備を図りつつ、土地
の有効利用を適切に誘導する。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針  

地区を４地区に区分し、それぞれにふさわしい土地利用を促進する。 
１ 住宅地区 

接道緑化(宅地内民間緑化)を推進し、緑と共存する豊かで潤いのある良好な低中層住宅地の形成を図る。 
さらに、新駅付近で立地条件や利便性の良い地区では、緑と共存する豊かで潤いのある良好な中高層住宅地の形成を
図る。 

２ 沿道地区 
地区内を走る広幅員の道路沿道部に、住宅地区と調和しつつも、賑わいや利便性を向上する日常の購買品を扱う店

舗機能等の立地を誘導し、生活利便性の向上を図る。 

３ 幹線道路沿道地区 
土地の高度利用を図ることで防火帯としての地区の防災性を高めるとともに、店舗や沿道サービス施設を立地し、

賑わいの創出や生活利便性の向上を図る。 

４ 駅周辺地区 
新線始発駅周辺が地域拠点としてふさわしい商業機能の立地誘導し、賑わいの形成を図るとともに、防火帯として

地区の防災性を高め、土地の有効かつ高度利用を図る。 
そして近傍周辺では、地域拠点の中心をサポートし、利便性の向上や賑わいを創出し土地の有効利用を図る。 

地区施設の整備の方針 
地域の環境資源を活かし、かつ、調和する良好な住環境の形成を図るために、区画道路を配置し良好な街区を形成す

るとともに、公園、緑地を適正に配置し、整備する。 
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 建築物等の整備の方針 
地区にふさわしい緑の空間を確保するため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の

最高限度、建築物等の高さの最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は色彩そ
の他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道  路 

名 称 幅 員 延 長 備 考 名 称 幅 員 延 長 備 考 

区画道路３号 ５.０ｍ 約 ８５ｍ 新 設 区画道路８号 ４.５ｍ 約 ７５ｍ 新 設 

区画道路４号 ５.０ｍ 約 ４０ｍ 新 設 区画道路９号 ４.５ｍ 約１２５ｍ 拡 幅 

区画道路６号 ５.０ｍ 約 ８０ｍ 新 設 区画道路 10号 ４.５ｍ 約 ７０ｍ 新設・既設 

区画道路７号 ４.５ｍ 約１００ｍ 新設・拡幅・既設  

公  園 
名 称 面  積 備 考 

公園６号 約 １，４００㎡ 新  設 

その他の公共空地 

名 称 面  積 備 考 

緑地１号 約 ４，６００㎡ 既 設(氷川神社) 

緑地２号 約    ５０㎡ 新 設 

名 称 幅 員 延 長 備 考 

緑道１号 ２.５ ～ ２.９ｍ 約 ５２０ｍ 既 設(神領堀親水緑道) 

緑道２号 ６.０ ～１０.０ｍ 約 １８０ｍ 既 設(毛長緑道) 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の区分 
名 称 

住宅地区 沿道地区 幹線道路 
沿道地区 

駅周辺地区 

① ② ③ ① ② ① ② ③ 

面 積 約 80.1ha 約 1.6ha 約 1.7ha 約 17.9ha 約 9.8ha 約 0.8ha 約 3.3ha 約 0.6ha 約 5.7ha 

建築物等の用途の制限 
         ※ 

― 

風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律第２
条第１項第２号、第３号及び第
５号に規定する「風俗営業」を
営む建築物は建築してはなら
ない。 

― 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物
の容積
率の最
高限度 
  ※ 

当該地区整備
計画の区域の
特性に応じた
容積率の最高
限度 

当該地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合(建築
基準法第６８条の４第１項に基づく認定)は、下記の容積率を適用する。 

１５／１０ ― １５／１０ ― ４０／１０ ２０／１０ 

    

― 

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物
については、上記の規定は適用しない。 
１ 建築基準法第５９条の２第１項による許可を
受けた建築物 

２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 
１８条第１項による許可を受けた建築物 

― 

    

公共施設の整
備の状況に応
じた容積率の
最高限度 

公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度は、下記の容積率を適用する。 

８／１０ ― ８／１０ ― ８／１０ 

建築物の建蔽率の 
最高限度 

         

 建築物の建蔽率の最高限度は、 
下記の数値（建築基準法第５３条 
第３項第２号の規定に該当するとき 
は、当該数値に１／１０を加えたも 
の）とする。 
ただし、足立区細街路整備条例 

に基づき指定された路線で、拡幅 
若しくは築造されることとなるもの 
（以下「路線」という。）又は建築基 
準法による道路（路線を除く）に接 
する敷地に建築し、又は建築基準 
法第４３条第２項各号のいずれか 
に該当する建築物を建築する場合 
は、この限りでない。 

― 

 建築物の建蔽率の最高限度は、 
下記の数値（建築基準法第５３条 
第３項第２号の規定に該当するとき 
は、当該数値に１／１０を加えたも 
の）とする。 
ただし、足立区細街路整備条例 

に基づき指定された路線で、拡幅 
若しくは築造されることとなるもの 
（以下「路線」という。）又は建築基 
準法による道路（路線を除く）に接 
する敷地に建築し、又は建築基準 
法第４３条第２項各号のいずれか 
に該当する建築物を建築する場合 
は、この限りでない。 

― 

建築物の建蔽率の最高限度は、 
下記の数値（建築基準法第５３条 
第３項第２号の規定に該当するとき 
は、当該数値に１／１０を加えたも 
の）とする。 
ただし、足立区細街路整備条例 

に基づき指定された路線で、拡幅 
若しくは築造されることとなるもの 
（以下「路線」という。）又は建築基 
準法による道路（路線を除く）に接 
する敷地に建築し、又は建築基準 
法第４３条第２項各号のいずれか 
に該当する建築物を建築する場合 
は、この限りでない。 

        

４／１０ ― ４／１０ ― ４／１０ 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

      

建築物等の高さの 
最高限度 

― １２ｍ ― 

建築物の敷地面積の 
最低限度 

良好な低中層住宅地としてその環境の整備を図るため、建築物の敷地面積の最低限度を８３.０㎡とする。 
ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。 

１ この地区計画の都市計画決定の告示日において、敷地面積が８３.０㎡未満の場合 
２ 区長が良好な居住環境を害するおそれがないと認めたもの 

壁面の位置の制限 

壁面の位置の制限は次の各号のとおりとする。 
１ 壁面の位置（建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置）から道路境界線までの距離の最低限度は、０.６ｍと 
する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
ア 床面積に算入されない出窓の部分 
イ 物置その他これらに類する用途（自動車車庫を除く）に供し、軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ、壁面の後退距離
に満たない部分にある床面積の合計が５㎡以内であるもの 

ウ 自動車車庫で軒の高さが２.３ｍ以下であるもの 
２ 道路状等の見通しの空間として、道路が交差する角地部分については、敷地の隅を頂点とする長さ２ｍの底辺を有
する二等辺三角形の部分を確保し、その部分を超えて建築してはならない。ただし、道路状の面からの高さが４.５ｍ
を超える部分については、この限りでない。 

建築物等の形態 
又は色彩その他の 
意匠の制限 

屋根、外壁等の色彩は、良好な住環境にふさわしい落ち着いた色あいのものとする。 
屋外広告物は、地区の良好な美観、風致などを考慮したものとし、災害時の安全性を確保するため腐朽又は破損しや

すい材料を使用しないものとする。 

垣又は柵の構造の制限 

地区内の環境の向上に配慮し、道路に面した部分の宅地内民間緑化を促進するため、道路に面して設ける垣又は柵の
構造は、生け垣又はフェンスとし、これらの併用はさまたげない。ただし、コンクリートブロック造、鉄筋コンクリー
ト造及びこれらに類する構造の部分の高さが前面道路中心から０.６ｍ以下のもの又は、法令等の制限上やむを得ない
ものについてはこの限りでない。 

※は知事協議事項 
「区域、地区の区分、地区施設の配置は、計画図表示のとおり」 
 
理 由：建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建築物とともに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴う「長期優良住宅型総合設

計制度」を活用可能にするため、地区計画を変更する。 
 
 



 

９５ 

変 更 概 要（  部分が変更あるいは追加、削除の部分） 

名   称 足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画 

位   置※ 
足立区入谷一丁目、古千谷本町一丁目、古千谷本町二丁目、古千谷本町三丁目、古千谷本町四丁目、舎人一丁目、舎人二丁目、舎
人三丁目、舎人五丁目、西伊興四丁目及び東伊興二丁目各地内 

面   積※ 約１２１.５ha 

事   項 旧 新 摘要 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区 
の 
区分 

名称 

住宅地区①②③ 
沿道地区①② 

幹線道路沿道地区 
駅周辺地区①③ 

駅周辺地区 
② 

住宅地区①②③ 
沿道地区①② 

幹線道路沿道地区 
駅周辺地区①③ 

駅周辺地区 
② 

 

面積 (略) 約 0.6ha (略) 約 0.6ha 

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
※ 

当該地区
整備計画
の区域の
特性に応
じた容積
率の最高
限度 

当該地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通
上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合
（建築基準法第６８条の４第１項に基づく認定）は、下記
の容積率を適用する。 

当該地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通
上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合
（建築基準法第６８条の４第１項に基づく認定）は、下記
の容積率を適用する。 

全域におけ
る適用除外
規定の削除
及び地区区
分に応じた
適用除外規
定の追加 

(略) 40/10 (略) 40/10 

ただし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生
上支障がないと認めて許可したものの建築物はこの限り
でない。 

ただし、特定行
政庁が交通上、安
全上、防火上及び
衛生上支障がな
いと認めて許可
したものの建築
物はこの限りで
ない。 

ただし、次の各号のいずれかに該当
する建築物については、上記の規定は
適用しない。 
１ 建築基準法第５９条の２第１項
による許可を受けた建築物 

２ 長期優良住宅の普及の促進に関
する法律第１８条第１項による許
可を受けた建築物 
ただし、特定行政庁が交通上、安全

上、防火上及び衛生上支障がないと認
めて許可したものの建築物はこの限
りでない。 

公共施設
の整備の
状況に応
じた容積
率の最高
限度 

公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度は、
下記の容積率を適用する。 

公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度は、
下記の容積率を適用する。 

 

(略) 8/10 (略) 8/10 
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足立北部地域舎人・ 
古千谷本町地区地区計画 
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１００ 
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１０１ 

第２号議案 長期優良住宅法の改正に伴う地区計画の一括変更 

２－３ 東京都市計画地区計画 千住三丁目地区地区計画の変更（足立区決定） 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

   令和５年３月２２日 

 

提 出 者  足 立 区 長  近 藤  弥 生 

 

 

本地区計画の内容を、別添計画図書のとおり決定する。 

 

（提案理由） 

 東京都市計画地区計画千住三丁目地区地区計画の内容を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第

２項において準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要があるため、提案する。  



１０２ 

 

都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画地区計画 

千住三丁目地区地区計画 

 

２ 理 由 

本地区を含む北千住は、東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において中枢広域拠点域内の「活力とにぎわいの拠

点」に位置付けられている。 

また、足立区都市計画マスタープランにおいて、千住三丁目地区を含む千住地域は「広域拠点」に位置付けられ、足立区の玄関口と

して歴史・文化と高度な都市機能の集積するまちを目指すこととしている。 

本地区は、定住性の高い住宅施設の立地を促進するとともに、足立区の表玄関にふさわしい良質で魅力ある都市空間を創出するた

め、平成１８年３月に地区計画が策定された。 

このたび、令和４年２月に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い「長期優良住宅型総合設計制度」が創設

された。 

これを踏まえ、本地区の位置付けにふさわしい土地利用を図るため、地区整備計画に定める「商業・業務地区」、「駅前地区」、「近隣

商業地区」の建築物の容積率の最高限度にかかる規定において、建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建築物とともに、

新たに「長期優良住宅型総合設計制度」を活用した建築物を適用除外対象に加え、当該改正に対応した地区計画の変更を行うものであ

る。 

 

 

 

 



 

１０３ 

東京都市計画地区計画の変更（足立区決定） 
都市計画千住三丁目地区地区計画を次のように変更する。 

   名    称  千住三丁目地区地区計画 

   位    置※  足立区千住二丁目、千住三丁目及び千住四丁目各地内 

   面    積※  約１１．４ ｈａ 

地区計画の目標 

足立区における中心市街地に位置付けられている本地区において、定住性の高い住宅施設の立地を促進するとともに、
足立区の表玄関にふさわしい良質で魅力ある都市空間を創出するため、過密市街地の環境改善と都市機能の更新を誘導し
ていく。そのため、用途別容積型地区計画を活用し、活気と賑わいを育む商業・業務施設と定住性の高い居住環境との共存
を一体的に推進する。また、壁面後退等による歩行者空間・電線類の地中化へ向けた空間や、通路機能の確保に努め、安全
で利便性の高い回遊性のある歩行者ネットワークの拡充を目指す。 
千住宿として栄えた歴史・文化的資源に配慮した魅力ある沿道景観の充実を図り、周辺への波及効果と中心市街地のまち

づくりの牽引に資するまちづくりを総合的、一体的に推進する。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 

北千住駅西口の都市基盤整備と都市機能集積を高め、広域的商業・業務機能と定住性の高い都市型住宅の充実を図り、良
質で魅力ある市街地環境の形成に向けた土地利用を段階的に誘導する。また、地区の骨格となる道路については、壁面後退
等による歩道・緑化空間の整備を進めるとともに、潤いやゆとりある生活空間の創出を図る。 
１ 駅前通り地区 
  活力ある駅前通りと延焼遮断帯としての機能を更新するため、大規模建築物を誘導し立体複合用途の土地利用を促進す
る。また、壁面後退等による利便性の高い歩行者空間の形成を図る。 

２ 商業・業務地区 
  建築物の共同化等による高度利用により定住人口の増大を図り、活気と賑わいのある商業機能の集積を図る。また、壁
面後退等による歩行者空間・電線類の地中化へ向けた空間や、通路機能の確保に努めるとともに、旧日光街道沿道として
の歴史性の演出やデザインの工夫により景観に配慮する。 

３ 駅前地区 
 建築物の中高層化や共同化による高度利用により、定住人口の増大を図るとともに、駅前として魅力ある街並みの形成
を図る。特に、低層階部分に活力ある商業・業務機能、上層階は住宅機能を促進し、立体複合用途の土地利用を誘導する。
また、壁面後退等による歩行者空間・電線類の地中化へ向けた空間や、通路機能の確保に努め、良好な都市空間の形成を
図る。 

４ 近隣商業地区 
    建築物の共同・協調による建替えを促進し、定住性と生活利便性の高い土地利用の促進を図る。また、壁面後退等によ

る歩行者空間・緑化空間の確保に努める。 

建築物等の整備の

方針 

整った良好な街並みの形成と定住人口の回復を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の
容積率の最低限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物
等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。また、容積率算定における壁面後退によって創出
された部分を敷地内通路として整備し、安全で快適な歩行者空間を確保する。 

 



１０４ 

 

地
区
整
備
計
画 

位   置 足立区千住二丁目、千住三丁目及び千住四丁目各地内 

面   積  約 ４．７ ha 

地区の区分 
名 称 駅前通り地区 商業・業務地区 駅前地区 近隣商業地区 

面 積 約０．７ｈａ 約１．０ｈａ 約１．５ｈａ 約１．５ｈａ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途の 
制限※ 

     

１ 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。  
（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第２条第１項第１号から第３号に規定する｢風俗営
業｣を営む建築物及び同条第６項に規定する｢店舗型
性風俗特殊営業｣を営む建築物 

（２）ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさ
せ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む建築物（前号
に該当する営業を営むものを除く。） 

（３）ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせ
る営業（客にダンスを教授するための営業のうちダ
ンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にの
み客にダンスをさせる営業を除く。）を営む建築物 

（４）共同住宅で住戸の床面積が２２㎡未満のもの 

２ 計画図２に示す道路Ａに接する敷地においては、建
築物の１階部分で、道路Ａに面する部分の主たる用途
を次に掲げる用途以外の建築物は建築してはならな
い。 

イ 店舗、飲食店 
ロ 診療所、病院 
ハ 児童福祉施設等その他これらに類するもの 
ニ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 
ホ 公益上必要な建築物 
ヘ ホテル又は旅館 
ト 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律第２条第１項第４号及び第５号に規定する｢風俗
営業｣を営む建築物 

ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。 

（１）住宅 

（２）敷地の形態上及び、建築物の安全上やむを得ないと
区長が認めたもの 

１ 次の各号に掲げる建築物は建築し
てはならない。  

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律第２条第１項第
２号及び第３号に規定する｢風俗営
業｣を営む建築物及び同条第６項に
規定する｢店舗型性風俗特殊営業｣
を営む建築物 

（２）共同住宅で住戸の床面積が２２㎡
未満のもの 

２ 計画図２に示す道路Ａに接する敷
地においては、建築物の１階部分で、
道路Ａに面する部分の主たる用途を
次に掲げる用途以外の建築物は建築
してはならない。 
イ 店舗、飲食店 
ロ 診療所、病院 
ハ 児童福祉施設等その他これらに類

するもの 
ニ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 
ホ 公益上必要な建築物 
へ ホテル、旅館 
ト 風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律第２条第１項第
４号及び第５号に規定する｢風俗営
業｣を営む建築物 

ただし、次の各号に該当する場合は、
この限りでない。 

（１）住宅 
（２）敷地の形態上及び、建築物の安全上

やむを得ないと区長が認めたもの 

次の各号に掲げる
建築物は建築しては
ならない。 

（１）風俗営業等の規
制及び業務の適
正化等に関する
法律第２条第１
項第２号及び第
３号に規定する
「風俗営業」を営
む建築物及び同
条第６項に規定
する｢店舗型性風
俗特殊営業｣を営
む建築物 

（２）共同住宅で住戸
の床面積が２２
㎡未満のもの 

     

 



 

１０５ 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

     

建築物の容積率の

最高限度※ 

      

― 

１ 計画図２に示す道路Ａに接する敷地における建築
物の容積率の最高限度は以下のとおりとする。また、
次の各号において、「住宅等」とは、住宅、共同住宅、
寄宿舎又は下宿とする。 

（１）建築物の全部、又は一部（いずれも１階部分を除
く。）を住宅等の用途に供し、かつ、計画図２に示
すＸ－Ｘ´方向の敷地境界線から４ｍ以上、Ｙ－
Ｙ´方向の敷地境界線から２ｍ以上、壁面の位置
（建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置）
を後退した建築物の容積率の最高限度は次の算定
方法による。 

ただし、１階部分はすべて住宅等以外の用途に
供する部分として計算する。 

Ｎ≦１.５Ａ かつ Ｎ＝Ｕ+Ｒ 

Ｎ：建築物全体の容積率 
Ａ：用途地域に関する都市計画により定められた

容積率（以下｢指定容積率｣という） 
Ｕ：住宅等以外の用途に供する部分の容積率 
Ｒ：住宅等の用途に供する部分の容積率 

(Ｒ＝１.５(Ａ-Ｕ)) 

なお、壁面後退区域については、通路として整
備し、門、へい、広告物、看板等の工作物を設置
してはならない。 

（２）建築物の全部を住宅等以外の用途のみに供する建
築物及び、（１）の適用を受けない建築物に係る容
積率の最高限度は指定容積率とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物について
は、上記の規定は適用しない。 

（１）建築基準法第５９条の２第１項による許可を受け
た建築物 

（２）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条
第１項による許可を受けた建築物 

１ 計画図２に示す道路Ａに接する敷地における建築
物の容積率の最高限度は以下のとおりとする。また、
次の各号において、「住宅等」とは、住宅、共同住宅、
寄宿舎又は下宿とする。 

（１）建築物の全部、又は一部（いずれも１階部分を除
く。）を住宅等の用途に供し、かつ、計画図２に示
すＸ－Ｘ´方向の敷地境界線から４ｍ以上、Ｙ－
Ｙ´方向の敷地境界線から２ｍ以上、壁面の位置
（建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置）
を後退した建築物の容積率の最高限度は次の算定
方法による。 
ただし、１階部分はすべて住宅等以外の用途に

供する部分として計算する。 

Ｎ≦１.３Ａ かつ Ｎ＝Ｕ+Ｒ 

Ｎ：建築物全体の容積率 
Ａ：用途地域に関する都市計画により定められた

容積率（以下｢指定容積率｣という） 
Ｕ：住宅等以外の用途に供する部分の容積率 
Ｒ：住宅等の用途に供する部分の容積率 

(Ｒ＝１.３(Ａ-Ｕ)) 

なお、壁面後退区域については、通路として整
備し、門、へい、広告物、看板等の工作物を設置
してはならない。 

（２）建築物の全部を住宅等以外の用途のみに供する建
築物及び、（１）の適用を受けない建築物に係る容
積率の最高限度は指定容積率とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物について
は、上記の規定は適用しない。 

（１）建築基準法第５９条の２第１項による許可を受け
た建築物 

（２）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条
第１項による許可を受けた建築物 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

    

建築物の容積率の 

最低限度 
― 

計画図２に示す道路Ａに接する敷地における建築物の容積率の最低限度は１０／１０とす
る。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。 
（１）住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿以外の用途のみに供するもの 
（２）土地の高度利用を図ることが用途上困難なもの又は構造上やむを得ないと区長が認めた 
もの 

建築物の敷地面積

の最低限度 

８３㎡とする。 
ただし、当該地区計画の都市計画決定の告示日において、８３㎡未満の土地で、現に建築物の敷地として使用されている

土地、又は現に存ずる所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし、かつ、その全部を一の敷地として使用する場合に
おいては、当該敷地面積を敷地面積の最低限度とする。 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、計画図２に示す数値以上とする。 
ただし、区長が敷地の形態上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

壁面後退区域にお

ける工作物の設置

の制限 

壁面後退区域（計画図２に示す道路Ｂに面する壁面後退区域を除く。）については、門、へい、広告物、看板等の通行の妨
げとなるような工作物を設置してはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。 

（１）電線類等の地中化に伴う変圧器、車止め等、公益上必要なもの 
（２）外壁を利用する平板看板 
（３）前面道路の路面の中心からの高さが２.５ｍを超えるもの 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

次の各号に示すとおりとする。 
（１）計画図２に示す道路Ａに接する敷地においては、建築物の１階で、道路Ａに面する部分は、商店街として連続性をも

った外観とする。ただし、住宅はこの限りでない。 
（２）建築物の形態、意匠、色彩等については、周辺環境及び都市景観、並びに歴史的資源に配慮したものとする。 
（３）屋外広告物は、地区の良好な景観・風致を損なう恐れのないものとする。 

垣又は柵の構造

の制限 

地区内の環境の向上に配慮し、道路に面した部分の宅地内民間緑化を促進するため、道路に面して設ける垣又は柵の構造
は、生け垣又はフェンスとし、これらの併用はさまたげない。ただし、コンクリートブロック造、鉄筋コンクリート造及び
これらに類する構造の部分の高さが前面道路中心から０.６ｍ以下のもの又は、法令等の制限上やむを得ないものについて
はこの限りでない。 

※は知事協議事項 

「区域及び地区の区分、壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

理 由：建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建築物とともに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴う「長期優良住宅型総合

設計制度」を活用可能にするため、地区計画を変更する。 



 

１０７ 

変 更 概 要（  部分が変更あるいは追加、削除の部分） 
名   称  千住三丁目地区地区計画 
位   置※  足立区千住二丁目、千住三丁目及び千住四丁目各地内 
面   積※  約１１．４ ｈａ 

事   項 旧 新 摘要 

 建築物等の整備 
の方針 

（略）、垣又はさくの構造の制限を定める。（略） （略）、垣又は柵の構造の制限を定める。（略） 文言の精査 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区 
の 
区分 

名称 
駅前
通り
地区 

商業・業務
地区 

駅前地区 近隣商業地区 
駅前
通り
地区 

商業・業務
地区 

駅前地区 近隣商業地区 
 

面積 (略) 約 1.0ha 約 1.5ha 約 1.5ha (略) 約 1.0ha 約 1.5ha 約 1.5ha 

建築物の 
容積率の 
最高限度 

    ※ 

― 

１ 計画図２に示す道
路Ａに接する敷地に
おける建築物の容積
率の最高限度は以下
のとおりとする。 
（中略） 
２ 建築基準法第５９
条の２の規定に基づ
き特定行政庁の許可
を受けた建築物は、上
記の規定は適用しな
い。 

１ 計画図２に示す道
路Ａに接する敷地に
おける建築物の容積
率の最高限度は以下
のとおりとする。 
（中略） 
２ 建築基準法第５９
条の２の規定に基づ
き特定行政庁の許可
を受けた建築物は、上
記の規定は適用しな
い。 

― 

１ 計画図２に示す道
路Ａに接する敷地に
おける建築物の容積
率の最高限度は以下
のとおりとする。 
（中略） 
２ 次の各号のいずれ
かに該当する建築物
については、上記の規
定は適用しない。 
(1) 建築基準法第５９
条の２第１項による
許可を受けた建築物 
(2) 長期優良住宅の普
及の促進に関する法
律第１８条第１項に
よる許可を受けた建
築物 

１ 計画図２に示す道
路Ａに接する敷地に
おける建築物の容積
率の最高限度は以下
のとおりとする。 
（中略） 
２ 次の各号のいずれ
かに該当する建築物
については、上記の規
定は適用しない。 

(1) 建築基準法第５９
条の２第１項による
許可を受けた建築物 

(2) 長期優良住宅の普
及の促進に関する法
律第１８条第１項に
よる許可を受けた建
築物 

地区区分に
応じた適用
除外規定の
追加、文言
の精査 

垣又は柵の 
構造の制限 

(略)、道路に面して設ける垣又はさくの構造は、(略) (略)、道路に面して設ける垣又は柵の構造は、(略) 文言の精査 

 

 

 



１０８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
縮小版 

千住三丁目地区地区計画 
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１１３ 

第２号議案 長期優良住宅法の改正に伴う地区計画の一括変更 

２－４ 東京都市計画地区計画 竹ノ塚駅中央地区地区計画の変更（足立区決定） 

 

上記の議案を提出する。 

 

   令和５年３月２２日 

 

提 出 者  足 立 区 長  近 藤  弥 生 

 

 

本地区計画の内容を、別添計画図書のとおり決定する。 

 

（提案理由） 

 東京都市計画地区計画竹ノ塚駅中央地区地区計画の内容を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条

第２項において準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要があるため、提案する。  



１１４ 

 

都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画地区計画 

竹ノ塚駅中央地区地区計画 

 

２ 理 由 

本地区は、東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、新都市生活創造域内の「地域の拠点」に位置付けられ

ている。また足立区都市計画マスタープランにおいて「主要な地域拠点」に位置付けられている。 

本地区は、駅東西が一体となった良好な複合市街地の形成を図り、「にぎわいのある、安全・安心なまち」の実現を目指すため、平

成２９年１１月に地区計画が策定された。 

このたび、令和４年２月に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い「長期優良住宅型総合設計制度」が創設

された。 

これを踏まえ、地区の位置付けにふさわしい土地利用を図るため、地区整備計画に定める「駅前中心地区」の建築物の容積率の最高

限度及び建築物等の高さの最高限度にかかる規定について、新たに「長期優良住宅型総合設計制度」を活用した建築物を適用除外対象

に加えるとともに、「沿道地区Ｂ－１」及び「沿道地区Ｂ－２」の建築物の容積率の最高限度にかかる規定について、建築基準法第５

９条の２第１項による許可を受けた建築物と「長期優良住宅型総合設計制度」を活用した建築物を新たに適用除外対象とし、当該改正

に対応した地区計画の変更を行うものである。 
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東京都市計画地区計画の変更（足立区決定） 
都市計画竹ノ塚駅中央地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 竹ノ塚駅中央地区地区計画 

    位   置 ※ 
足立区竹の塚一丁目、竹の塚二丁目、竹の塚五丁目、竹の塚六丁目、竹の塚七丁目、西竹の塚一丁目、西竹の塚二丁目及び 
東伊興三丁目各地内 

    面   積  ※ 約３９.７ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、足立区北部の玄関口としての東武伊勢崎線竹ノ塚駅を有し、東京都都市計画区域マスタープランにおいては「地域の
拠点」として位置付けられ、商業・居住機能が集積され、駅周辺のまちづくりに併せて土地の適切な高度利用が図られることによ
り、安全でにぎわいのある生活拠点を形成することを目指している。また、足立区都市計画マスタープランにおいては主要な地域
拠点に位置付け、駅前広場の整備や東西の一体性の向上により、東京都の北東地域におけるノースゲートにふさわしい拠点づくり
を進めるとしている。 
駅東側は、土地区画整理事業により都市基盤が整備され、公共住宅が集積し、商業・業務施設も多く立地しているため、にぎわ

いが形成されている。駅西側は、商業・業務施設が立地しているものの、東口と比較して都市計画道路や道路の都市基盤整備が遅
れているため、にぎわいの創出、交通結節機能及び防災性の向上が課題となっている。 
現在、東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業による東西市街地の分断の解消、都市計画道路の整備による交通結節機

能の向上が進められており、これらの事業にあわせ、駅東西が一体となったまちづくりが求められている。 
そこで、駅東西の一体化とともに、にぎわいを生み出す民間開発などを誘導し、土地の高度利用・有効利用、駅西口における共

同化の促進、歩行者空間の確保及び赤山街道沿い等の商業施設の誘導により、地域商業のさらなる活性化を図る。また、駅前中心
地区や都市計画道路の沿道の防災性の向上や、地区計画を活用した安全で快適な居住環境づくりに取り組む。これらの取り組みに
より、駅東西が一体となった良好な複合市街地の形成を図り、「にぎわいのある、安全・安心なまち」の実現を目指す。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 

足立区北部の主要な地域拠点として、地区にふさわしい活気とにぎわいのある土地利用を誘導するとともに、住宅地では快適で
安全な市街地の形成を図る。なお、地区の立地特性を踏まえ、４つの地区に区分し、土地利用の方針を次のように定める。 
１ 駅前中心地区 

駅東西にわたる主要な商業ネットワークとそれを補完するネットワークにおいて、路線毎に建物の高さの統一や壁面後退を図
ることによりまち並みの連続した商業空間等を形成し、東西回遊性を促進させることで、足立区北部の主要な地域拠点にふさわ
しい活気とにぎわいを創出する。また、緑豊かで憩いのスペース等を備えた、快適かつ魅力あふれる駅前空間を形成する。さら
に、土地の高度利用・有効利用と建物不燃化の促進により防災性の向上を図る。 

（１）駅前中心地区（駅前広場周辺）Ａ、Ｂ 
駅前広場の整備に合わせ、周辺土地の集約化及び高度利用を促進し、地区の顔にふさわしい商業・業務施設及びサービス施

設等の都市機能の集積を図る。なお、駅西口においては共同化を促進する。 
（２）駅前中心地区（赤山街道沿道）Ａ、Ｂ 

地区の主要な商業動線であり、また交通ネットワークを形成する路線として、沿道における土地の集約化及び高度利用を促
進し、地区の都市・商業環境の向上に寄与する複合的な機能を備えた中高層建築物によるまち並みを形成する。なお、駅西口
においては共同化を促進する。 

（３）駅前中心地区（駅周辺回遊） 
駅周辺の商業空間として、土地の高度利用・有効利用を促進しつつ、建物更新に合わせた歩行者空間とまち並みの連続性の 

確保により、買い物客等にとって快適な商業ネットワークを形成する。 
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土地利用の方針 

２ 沿道地区 
地区周辺の交通ネットワークを形成する幹線道路の沿道として、土地の高度利用による都市型住宅と商業・業務施設の誘導に

よる複合市街地を形成するとともに、延焼遮断帯機能の維持・向上を図る。 
（１）沿道地区Ａ 

幹線道路沿道に相応しい、快適・安全かつまち並みが連続した空間を形成し、沿道におけるにぎわいの創出と延焼遮断帯と
しての防災性の向上を図る。 

（２）沿道地区Ｂ－１、Ｂ－２ 
新たな幹線道路沿道として相応しい快適・安全かつまち並みが連続した空間を形成し、連続立体交差事業による駅東西の回

遊性の向上にあわせて、駅東西の連続した沿道のにぎわいを創出する。さらに延焼遮断帯としての防災性の向上も図る。 
３ 大規模敷地地区 

周辺地区との調和を図りつつ基盤整備や環境整備を進めるとともに、建て替え等の際に生み出された余剰地については周辺の
まちづくりの核として有効活用を図る。また、敷地規模に適した緑あふれる空間づくりにより周辺地区と調和した居住環境の維
持を図るとともに、駅周辺に立地する利便性を活かし、快適で住みやすいまちづくりのための生活支援施設等の誘導を図る。 

４ 住居系複合地区 
駅周辺の複合市街地として、緑あふれる快適な居住環境の維持・向上を図ると共に、駅至近においては商業施設等の維持・誘

導を図る。 

地区施設の整備
の方針 

地区の防災性、利便性の向上と、地域住民の安全性、快適性の向上を図るため、区画道路を配置する。 

建築物等の整備
の方針 

１ 駅前中心地区 
建築物の建て替え等を通じて地区の目標とするまち並みを実現するため、以下に掲げる制限を定めるとともに、「街並み誘導

型地区計画」を導入することにより、道路幅員による建築物の容積率の制限および道路斜線の制限を緩和し、良好なまち並みの
誘導と防災性の向上を図るものとする。 

（１）建築物等の用途の制限           （５）壁面後退区域における工作物の設置の制限 
（２）建築物の容積率の最高限度          （６）建築物等の高さの最高限度 
（３）建築物の敷地面積の最低限度        （７）建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 
（４）壁面の位置の制限             （８）垣又は柵の構造の制限 

２ 沿道地区 
延焼遮断帯機能の維持・向上、都市計画道路の整備状況に応じた土地利用の誘導のため、以下に掲げる制限を定める。また、

都市計画道路補助第２６１号線の沿道には整備状況に応じて適正な指定容積率を設定する「誘導容積型地区計画」を導入する。 

（１）建築物の容積率の最高限度         （４）建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 
（２）建築物の敷地面積の最低限度        （５）垣又は柵の構造の制限 
（３）壁面の位置の制限 
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建築物等の整備 
の方針 

３ 大規模敷地地区 
緑あふれる空間づくりや快適で住みやすいまちづくりを図るため、以下に掲げる制限を定める。 

（１）建築物の敷地面積の最低限度       （３）建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 
（２）壁面の位置の制限            （４）垣又は柵の構造の制限 

４ 住居系複合地区  
緑あふれる快適な居住環境の形成を図るため、以下に掲げる制限を定める。 

（１）建築物の敷地面積の最低限度       （３）建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 
（２）壁面の位置の制限            （４）垣又は柵の構造の制限 
 

その他当該区域の
整備・開発及び 
保全に関する方針 

赤山街道から西口駅前広場周辺及び西口駅前から東口駅前においては、駅周辺の回遊性の向上を図るうえで特に重要な歩行者・
自転車ネットワークとして、緑化等の快適な歩行者空間の確保に努める。 

地
区
整
備
計
画 

位  置 
足立区竹の塚一丁目、竹の塚二丁目、竹の塚五丁目、竹の塚六丁目、竹の塚七丁目、西竹の塚一丁目、西竹の塚二丁目及び 
東伊興三丁目各地内 

面  積 約３９．７ｈａ 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

種  類 名 称 幅 員 延 長 備 考 名 称 幅 員 延 長 備 考 

道  路 

区画道路 1号※ ９.０ｍ 約 ３０ｍ 既 設 区画道路 10号 ５.４ｍ 約１３０ｍ 既 設 

区画道路 2号※ ６.０ｍ～９.０ｍ 約 １５ｍ 変 更 区画道路 11号 ５.４ｍ～６.０ｍ 約１３９ｍ 既 設 

区画道路 3号 ６.０ｍ 約 ４６ｍ 変 更 区画道路 12号 ６.０ｍ 約１８８ｍ 既 設 

区画道路 4号 ４.０ｍ 約 ９８ｍ 拡 幅 区画道路 13号※ 
８.０ｍ～１７.６ｍ 

(２３.６ｍ) 
約７６８ｍ 既 設 

区画道路 5号 ４.０ｍ 約１４３ｍ 一部拡幅 区画道路 14号 ７.５ｍ 約 ８０ｍ 既 設 

区画道路 6号 ４.０ｍ 約 １５ｍ 拡 幅 区画道路 15号 ７.５ｍ 約 ８１ｍ 既 設 

区画道路 7号※ ８.０ｍ 約１５３ｍ 既 設 区画道路 16号 ６.０ｍ 約 ７３ｍ 既 設 

区画道路 8号※ ８.０ｍ 約１３２ｍ 既 設 区画道路 17号 ６.０ｍ 約 ８３ｍ 既 設 

区画道路 9号※ ８.０ｍ 約２１３ｍ 既 設 区画道路 18号 ６.０ｍ 約 ９３ｍ 既 設 

（  ）の数値は全幅員を表す。 
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地区の区分 
名 称 

駅前中心地区 

（駅前広場周辺） （赤山街道沿道） 
（駅周辺回遊） 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

面 積 約０.８ｈａ 約２.１ｈａ 約１.６ｈａ 約０.９ｈａ 約６.９ｈａ 

建築物等の用途の制限 
※ 

１ 次に掲げる建築物は建築してはならない。 
（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項第１号から第３号に規定する建築物 
２ 壁面の位置の制限①号、②号、③号、④号が定められた路線に接する敷地においては、建築物の１階部分で、路線
に面する部分の主たる用途を次に掲げる用途以外の建築物は建築してはならない。ただし、この地区計画の都市計
画決定の告示日において現に使用する用途と同様の用途は、この限りでない。 

（１）店舗、飲食店その他これらに類するもの 
（２）事務所 
（３）運動施設その他これらに類するもの 
（４）劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場 
（５）診療所、病院 
（６）児童福祉施設等 
（７）学校、図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 
（８）学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 
（９）ホテル又は旅館 
（１０）駐輪場 

建築物の容積率の 
最高限度 ※ 

１ 次に掲げる数値と用途地域に関する都市計画に定められた容積率のいずれか小さい方とする。 
（１）壁面の位置の制限①号、②号、④号、⑤号のいずれかが定められている敷地においては、１０分の５０とする。 
（２）壁面の位置の制限③号が定められている敷地においては、１０分の４８とする。 
（３）壁面の位置の制限⑥号が定められている敷地においては、１０分の４２とする。 
（４）壁面の位置の制限⑦号が定められている敷地においては、１０分の３６とする。 
（５）壁面の位置の制限①号から⑦号が定められていない敷地においては、前面道路（前面道路が二以上ある場合は、

その幅員が最大のもの）の幅員の数値に１０分の６を乗じて得た数値とする。 
（６）壁面の位置の制限①号から⑦号が二以上定められている敷地、あるいは二以上の道路に接し、一は壁面の位置の

制限が定められ、その他壁面の位置の制限①号から⑦号が定められていない敷地においては、前各号のうち最大
となる容積率とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前項の規定は適用しない。 
（１）建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建築物 
（２）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条第１項による許可を受けた建築物 
（３）マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０５条第１項による許可を受けた建築物 

 



 

１１９ 

地
区
整
備
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建
築
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等
に
関
す
る
事
項 

建築物の敷地面積の 
最低限度 

３００㎡ ８３㎡ ３００㎡ ８３㎡ 

ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。 
（１）この地区計画の都市計画決定の告示日において、敷地面積が上記の最低限度に満たない場合で、現に存する 

所有権その他の権利に基づいて行う以下の建築行為 
ア その全部を一の敷地として行うもの 
イ 二以上の敷地を一の敷地として行うもの 

（２）公共施設の整備に協力し代替地として取得した土地の全部を一の敷地として行う建築行為 
（３）区長が良好な居住環境を害するおそれがないと認めたもの又は公益上やむを得ないと認めたもの 

壁面の位置の制限 

１ 計画図３に示す壁面の位置の制限が定められている道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの
距離は、以下の定めによらなければならない。 

（１）壁面の位置の制限①号が定められている部分における建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は、 
１.５ｍ以上とする。 

（２）壁面の位置の制限②号若しくは③号が定められている部分における建築物の外壁等の面から道路境界線まで 
の距離は、道路の路面の中心から高さ１７.５ｍ以下の部分は１.０ｍ以上とし、これを超える部分は３.０ｍ 
以上とする。 

（３）壁面の位置の制限④号が定められている部分における建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は、 
０.５ｍ以上とする。 

（４）壁面の位置の制限⑤号が定められている部分における建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は、 
道路の路面の中心から高さ１７.５ｍ以下の部分は０.５ｍ以上とし、これを超える部分は２.５ｍ以上とする。 

（５）壁面の位置の制限⑥号が定められている部分における建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は、 
道路の路面の中心から高さ１４ｍ以下の部分は０.５ｍ以上とし、これを超える部分は２.５ｍ以上とする。 

（６）壁面の位置の制限⑦号が定められている部分における建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は、 
道路の路面の中心から高さ１４ｍ以下の部分は１.０ｍ以上とし、これを超える部分は３.０ｍ以上とする。 

２ 上記の壁面の位置の制限が定められていない道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の
最低限度は、０.５ｍとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）床面積に算入されない出窓の部分 
（２）物置その他これらに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ、壁面の後退 

距離に満たない部分にある床面積の合計が５㎡以内であるもの 
（３）自動車車庫で軒の高さが２.３ｍ以下であるもの 

壁面後退区域における 
工作物の設置の制限 

壁面の位置の制限①号から⑦号の定めにより建築物が後退した区域については、門、へい、垣又は柵等歩行者等の通
行の妨げとなるような工作物等を設置してはならない。ただし、地区の回遊性やにぎわいを創出するために公益上必
要なものはこの限りでない。 
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建築物等の高さの 
最高限度 

   

１ 建築物の高さは３１ｍを超えてはならない。なお、 
計画図３に示す壁面の位置の制限が定められている 
場合には以下に示す数値とする。 
ただし、良好な市街地環境や都市景観の形成に資する 

と区長が許可する建築物についてはこの限りでない。 
（１）壁面の位置の制限①号若しくは④号が定められて 

いる敷地においては、３１ｍとする。 
（２）壁面の位置の制限②号、③号若しくは⑤号が定めら 

れている敷地においては、２５ｍとする。 
（３）壁面の位置の制限⑥号若しくは⑦号が定められてい 

る敷地においては、２１.５ｍとする。 
（４）壁面の位置の制限が二以上定められている敷地に 
  おける高さの最高限度は、当該各号のうち最大とな 

る高さとする。 
２ 次の各号のいずれかに該当する建築物については、 
前項の規定は適用しない。 

（１）建築基準法第５９条の２第１項による許可を受け 
た建築物 

（２）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条 
第１項による許可を受けた建築物 

（３）マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１ 
０５条第１項による許可を受けた建築物 

１ 建築物の高さは３１ｍを超えてはならない。なお、 
計画図３に示す壁面の位置の制限が定められている 
場合には以下に示す数値とする。 

（１）壁面の位置の制限①号若しくは④号が定められて 
いる敷地又は都市計画道路補助第２６１号線に接す 
る敷地においては、３１ｍとする。 

（２）壁面の位置の制限②号、③号若しくは⑤号が定めら 
れている敷地においては、２５ｍとする。 

（３）壁面の位置の制限⑥号若しくは⑦号が定められて 
いる敷地においては、２１.５ｍとする。 

（４）壁面の位置の制限が二以上定められている敷地に 
おける高さの最高限度は、当該各号のうち最大とな 
る高さとする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物については、 
前項の規定は適用しない。 

（１）建築基準法第５９条の２第１項による許可を受け 
た建築物 

（２）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条 
第１項による許可を受けた建築物 

（３）マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１ 
０５条第１項による許可を受けた建築物 
 

   

建築物等の形態又は色
彩その他の意匠の制限 

１ 屋外広告塔や広告板、屋上設置物等は、まち並みに配慮するものとする。 
２ 建築物の形態、意匠、色彩等については、周辺環境及び都市景観に配慮するものとする。 

垣又は柵の構造の制限 
道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとし、これらの併用は妨げない。ただし、コンクリート

ブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造及びこれらに類する構造の部分の高さが前面道路中心から０.６ｍ以下と
する。 

土地の利用に関する事項 地区内では、積極的な緑化を推進する。 
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地区の 
区分 

名 称 
沿道地区 

大規模敷地地区 
住居系複合 

地区 Ａ Ｂ－１ Ｂ－２ 

面 積 約９.７ｈａ 約０.３ｈａ 約０.６ｈａ 約４.７ｈａ 約１２.１ｈａ 

建築物の 
容積率の 
最高限度 
   ※ 

当該地区整備
計画の区域の
特性に応じた
容積率の最高
限度 ― 

３０／１０ 

当該地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交
通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場
合（建築基準法第６８条の４第１項に基づく認定）、又
は都市計画道路補助第２６１号線の道路供用開始告示
後は、上記の容積率を適用する。 
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につい

ては、上記の規定は適用しない。 
（１）建築基準法第５９条の２第１項による許可を受け

た建築物 
（２）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条

第１項による許可を受けた建築物 

― 

公共施設の整
備状況に応じ
た容積率の最
高限度 

１５／１０ ２０／１０ 

建築物の敷地面積の 
最低限度 

８３㎡とする。 
ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。 

（１）この地区計画の都市計画決定の告示日において、敷地面積が上記の最低限度に満たない場合で、現に存する所有
権その他の権利に基づいて行う以下の建築行為 
ア その全部を一の敷地として行うもの 
イ 二以上の敷地を一の敷地として行うもの 

（２）公共施設の整備に協力し代替地として取得した土地の全部を一の敷地として行う建築行為 
（３）公共施設の整備に協力し分割された土地で行う建築行為 
（４）区長が良好な居住環境を害するおそれがないと認めたもの又は公益上やむを得ないと認めたもの 

壁面の位置の制限 

道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置までの距離の最低限度は、０.５ｍとする。 
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）床面積に算入されない出窓の部分 
（２）物置その他これらに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ、壁面の後退 

距離に満たない部分にある床面積の合計が５㎡以内であるもの 
（３）自動車車庫で軒の高さが２.３ｍ以下であるもの 
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建築物等の形態又は色
彩その他の意匠の制限 

１ 屋外広告塔や広告板、屋上設置物等は、まち並みに配慮するものとする。 
２ 建築物の形態、意匠、色彩等については、周辺環境及び都市景観に配慮するものとする。 

垣又は柵の構造の制限 
道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとし、これらの併用は妨げない。ただし、コンクリート

ブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造及びこれらに類する構造の部分の高さが前面道路中心から０.６ｍ以下と
する。 

土地の利用に関する事項 地区内では、積極的な緑化を推進する。 

※は知事協議事項 
「地区計画の区域、地区の区分、地区施設の配置、壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
 
理 由：建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建築物とともに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴う「長期優良住宅型総合

設計制度」を活用可能にするため、地区計画を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１２３ 

変 更 概 要（  部分が変更あるいは追加、削除の部分） 

名   称 竹ノ塚駅中央地区地区計画 

位   置※ 
足立区竹の塚一丁目、竹の塚二丁目、竹の塚五丁目、竹の塚六丁目、竹の塚七丁目、西竹の塚一丁目、西竹の塚二丁目及び東伊興三
丁目各地内 

面   積※ 約３９．７ｈａ 

事   項 旧 新 摘要 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区 
の 
区分 

名称 
駅前中心地区 駅前中心地区  

(駅前広場周辺) （赤山街道沿道）ＡＢ 
（駅周辺回遊） 

(駅前広場周辺) （赤山街道沿道）ＡＢ 
（駅周辺回遊） Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

面積 約 0.8ha 約 2.1ha (略) 約 0.8ha 約 2.1ha (略) 

建築物の 
容積率の 
最高限度 

 ※ 

１ 次に掲げる数値と用途地域に関する都市計画に定め
られた容積率のいずれか小さい方とする。(中略) 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前
項の規定は適用しない。 

（１）建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた
建築物 

（２）マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０
５条第１項による許可を受けた建築物 

１ 次に掲げる数値と用途地域に関する都市計画に定め 
られた容積率のいずれか小さい方とする。(中略) 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前
項の規定は適用しない。 

（１）建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた
建築物 

（２）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条第
１項による許可を受けた建築物 

（３）マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０
５条第１項による許可を受けた建築物 

地区区分
に応じた
適用除外
規定の追
加 

建築物等 
の高さの 
最高限度 

１ 建築物の高さは３１ｍ
を超えてはならない。(中
略) 

２ 次の各号のいずれかに
該当する建築物について
は、前項の規定は適用し
ない。 

（１）建築基準法第５９条
の２第１項による許可を
受けた建築物 

（２）マンションの建替え
等の円滑化に関する法律
第１０５条第１項による
許可を受けた建築物 

１ 建築物の高さは３１ｍ
を超えてはならない。(中
略) 

２ 次の各号のいずれかに
該当する建築物について
は、前項の規定は適用し
ない。 

（１）建築基準法第５９条
の２第１項による許可を
受けた建築物 

（２）マンションの建替え
等の円滑化に関する法律
第１０５条第１項による
許可を受けた建築物 

１ 建築物の高さは３１ｍ
を超えてはならない。(中
略) 

２ 次の各号のいずれかに
該当する建築物について
は、前項の規定は適用し
ない。 

（１）建築基準法第５９条
の２第１項による許可を
受けた建築物 

（２）長期優良住宅の普及
の促進に関する法律第１
８条第１項による許可を
受けた建築物 

（３）マンションの建替え
等の円滑化に関する法律
第１０５条第１項による
許可を受けた建築物 

１ 建築物の高さは３１ｍ
を超えてはならない。(中
略) 

２ 次の各号のいずれかに
該当する建築物について
は、前項の規定は適用し
ない。 

（１）建築基準法第５９条
の２第１項による許可を
受けた建築物 

（２）長期優良住宅の普及
の促進に関する法律第１
８条第１項による許可を
受けた建築物 

（３）マンションの建替え
等の円滑化に関する法律
第１０５条第１項による
許可を受けた建築物 

地区区分
に応じた
適用除外
規定の追
加 
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事   項 旧 新 摘要 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区 
の 
区分 

名称 
沿道地区 沿道地区  

Ａ Ｂ－１ Ｂ－２ Ａ Ｂ－１ Ｂ－２ 
面積 (略) 約 0.3ha 約 0.6ha (略) 約 0.3ha 約 0.6ha 

建築物の 
容積率の 
最高限度 
※ 

当該地区
整備計画
の区域の
特性に応
じた容積
率の最高
限度 ― 

30/10 
当該地区計画の内容に適合し、かつ、特

定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛
生上支障がないと認めた場合（建築基準法
第 68 条の 4 第 1 項に基づく認定）、又は
都市計画道路補助第２６１号線の道路供
用開始告示後は、上記の容積率を適用す
る。 

― 

30/10 
当該地区計画の内容に適合し、かつ、

特定行政庁が交通上、安全上、防火上及
び衛生上支障がないと認めた場合（建築
基準法第 68 条の 4 第 1 項に基づく認
定）、又は都市計画道路補助第２６１号
線の道路供用開始告示後は、上記の容積
率を適用する。 
ただし、次の各号のいずれかに該当す

る建築物については、上記の規定は適用
しない。 
（１）建築基準法第５９条の２第１項に
よる許可を受けた建築物 
（２）長期優良住宅の普及の促進に関す
る法律第１８条第１項による許可を受
けた建築物 

地区区分
に応じた
適用除外
規定の追
加 

公共施設
の整備状
況に応じ
た容積率
の最高限
度 

15/10 20/10 15/10 20/10 
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縮小版 

竹ノ塚駅中央地区地区計画 
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１３１ 

第２号議案 長期優良住宅法の改正に伴う地区計画の一括変更 

２－５ 東京都市計画防災街区整備地区計画 千住仲町地区防災街区整備地区計画の変更 

（足立区決定） 

 

上記の議案を提出する。 

 

   令和５年３月２２日 

 

提 出 者  足 立 区 長  近 藤  弥 生 

 

 

本防災街区整備地区計画の内容を、別添計画図書のとおり決定する。 

 

（提案理由） 

 東京都市計画防災街区整備地区計画千住仲町地区防災街区整備地区計画の内容を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要があるた

め、提案する。  



１３２ 

 

都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画防災街区整備地区計画 

千住仲町地区防災街区整備地区計画 

 

２ 理 由 

本地区は、東京都市計画防災街区整備方針で、防災再開発促進地区に指定されているとともに、東京都防災都市づくり推進計画にお

いて、整備地域及び重点整備地域に位置付けられている。また、足立区都市計画マスタープランにおいて、千住仲町地区を含む千住地

域は「広域拠点」に位置付けられている。 

本地区は北千住駅に近接した地区の立地条件にふさわしい活気のある地区の形成を目指し、平成２０年２月に防災街区整備地区計

画が策定された。 

このたび、令和４年２月に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い「長期優良住宅型総合設計制度」が創設

された。 

これを踏まえ、地区の位置付けにふさわしい土地利用を図るため、特定建築物地区整備計画に定める「ミリオン通り沿道地区」の建

築物の容積率の最高限度にかかる規定において、建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建築物とともに、新たに「長期優

良住宅型総合設計制度」を活用した建築物を適用除外対象に加え、当該改正に対応した地区計画の変更を行うものである。 

 

 

 

 

 

 



 

１３３ 

東京都市計画防災街区整備地区計画の変更（足立区決定） 
都市計画千住仲町地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。 

   名   称 千住仲町地区防災街区整備地区計画 

   位   置 ※ 足立区千住仲町地内 

   面   積 ※ 約 １５.７ｈａ 

地区計画の目標 

当地区は東京都防災都市づくり推進計画による整備地域、同住宅マスタープランによる重点供給地域（特定促進地区）に位置
づけられている。こうした背景を踏まえ、安全で安心して生活できる災害に強いまちの実現と、街並み誘導型制度を活用して、
小規模な木造住宅等の共同化を促進し、北千住駅に近接した地区の立地条件にふさわしい活気のある地区を形成することによ
り、地区のまちづくりの目標である「防災性の向上」、「住環境の改善」、「地区の活力向上」を目指す。 

区
域
の
整
備
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 

地区計画の目標を踏まえ、地区特性に応じて土地利用の方針を以下のように定める。 
１ 幹線道路沿道地区 

耐火建築物による中高層の街並みを誘導し、定住性の高い住宅づくりを進めるとともに、災害時における骨格的な延焼遮断
帯を形成する。 

２ 旧日光街道沿道地区 
建物の不燃化により地区内における主要な防火帯を形成するとともに、商店街としての街並みと買物空間の形成をめざし、

住宅と店舗の共存した安全で活力ある市街地を形成する。 
３ ミリオン通り沿道地区 

共同化等による木造住宅等の建替えを促進し、不燃化と防災生活道路の整備により、地区内における主要な防火帯を形成す
るとともに、住宅と店舗が調和した商店街としての街並みと買物空間の形成を図る。 

４ 住商共存地区 
建物の不燃化と生活道路の整備を促進し、安全で定住性と生活利便性の高い住商が共存した市街地の形成を図る。特に、防災

生活道路沿道では、避難、延焼抑制の機能を担う防火帯を形成する。 

地区施設及び地区
防災施設の整備の
方針 

地区の防災性向上と居住環境の改善、商店街における歩行者回遊空間の確保のため地区施設及び地区防災施設を以下のように
定める。 
災害時における円滑な避難、消防、救護等の防災活動と延焼抑制等、特定防災機能の確保に資する道路を地区防災施設として

位置づけ、沿道建物と一体的な防災性能の向上を図る。 
地区内の道路ネットワークを整備し、居住環境の向上を図るため、足立区細街路計画に位置付けられた道路を地区施設に位置

づけ早期の整備を図る。 

建築物等の整備 
の方針 

防災機能の確保と良好な街並みを形成するため、地区の特性を踏まえて以下の建築物等の整備の方針を定める。 
１ 建築物の構造に関する防火上必要な制限 ２ 建築物の間口率の最低限度 
３ 建築物等の高さの最低限度 ４ 建築物等の高さの最高限度 
５ 建築物等の用途の制限 ６ 建築物の容積率の最高限度 
７ 建築物の敷地面積の最低限度 ８ 壁面の位置の制限 
９ 壁面後退区域における工作物の設置の制限 １０ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

１１ 垣又は柵の構造の制限 
 



１３４ 

 

 その他当該区域の

整備に関する方針 
緑豊かでうるおいのある市街地環境を形成するため、地区内では積極的に緑化を推進する。 

地
区
防
災
施
設
の
区
域 

種  類 名   称 幅  員 延  長 面  積 備    考 

道  路 

防災生活道路１号 ７.２ｍ 約 ３３０ｍ 約 ２,３７６㎡ 既 設 

防災生活道路２号 ６.０ｍ 約 ３４５ｍ 約 ２,０７０㎡ 拡 幅 

防災生活道路３号 ５.０ｍ 約 ２４０ｍ 約 １,２００㎡ 拡 幅 

防災生活道路４号 ５.０ｍ 約 １１５ｍ 約 ５７５㎡ 拡 幅 

防災生活道路５号 ５.０ｍ 約 １８０ｍ 約 ９００㎡ 拡 幅 

防災生活道路６号 ５.０ｍ 約 １７５ｍ 約 ８７５㎡ 拡 幅 

防災生活道路７号 ５.０ｍ 約 １０５ｍ 約 ５２５㎡ 拡 幅 

防災生活道路８号 ５.０ｍ 約 ２６０ｍ 約 １,４３０㎡ 既 設 

計 約 １.０ｈａ  

地区防災施設の道路とその他の地区防災施設の道路又は地区施設の道路が交差する角地部分については、敷地の隅を頂点と
する長さ２ｍ以上の底辺を有する二等辺三角形の部分は地区防災施設の道路とする。 
ただし、防災生活道路１号とその他の地区防災施設の道路又は地区施設の道路が交差する角地部分及び防災生活道路８号と

区画道路３号が交差する角地部分はこの限りではない。 

特
定
地
区
防
災
施
設
の
区
域 

種  類 名   称 幅  員 延  長 面  積 備    考 

道  路 

防災生活道路１号 ７.２ｍ 約 ３３０ｍ 約 ２,３７６㎡ 既 設 

防災生活道路２号 ６.０ｍ 約 ３４５ｍ 約 ２,０７０㎡ 拡 幅 

防災生活道路３号 ５.０ｍ 約 ２４０ｍ 約 １,２００㎡ 拡 幅 

防災生活道路４号 ５.０ｍ 約 １１５ｍ 約 ５７５㎡ 拡 幅 

防災生活道路５号 ５.０ｍ 約 １８０ｍ 約 ９００㎡ 拡 幅 

防災生活道路６号 ５.０ｍ 約 １７５ｍ 約 ８７５㎡ 拡 幅 

防災生活道路７号 ５.０ｍ 約 １０５ｍ 約 ５２５㎡ 拡 幅 

計 約 ０.９ｈａ  
 



 

１３５ 

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画 

位  置 足立区千住仲町地内 

面  積 約 ５.８ｈａ 

地区の 

区 分 

名 称 幹線道路沿道地区 旧日光街道沿道地区 ミリオン通り沿道地区 住商共存地区 

面 積 約 ０.５ｈａ 約 １.１ｈａ 約 １.１ｈａ 約 ３.１ｈａ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の構造に関す
る防火上必要な制限 

準防火地域内において、延べ面積が５００㎡を超える建築物は耐火建築物等（建築基準法第５３条第３項第１号イに規定
する耐火建築物等をいう。）とし、その他の建築物は耐火建築物等又は準耐火建築物等（同号ロに規定する準耐火建築物等
をいう。）としなければならない。 
また、その敷地が特定地区防災施設の道路に接する建築物（特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除

く）の当該特定地区防災施設からの高さが５ｍ未満の範囲は空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造であること。 
なお、建築物が準防火地域と防火地域にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されていな

い場合はその全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 
ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）高さ２ｍ以下の門又は塀 
（２）高さ２ｍを超える門又は塀で、延焼防止上支障のない構造としたもの 
（３）増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築基準法施行令第１３７条の１０に定めるもの 
（４）建築基準法第３条第２項の適用を受ける現に存する又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物又は建 

築物の部分 
（５）都市計画施設の区域内の建築物 

建築物の間口率の 
最低限度 

建築物の特定地区防災施設の道路に面する部分の長さの敷地の当該特定地区防災施設の道路に接する部分の長さに対
する割合の最低限度は、１０分の７としなければならない。 
ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設ける建築物 
（２）建築基準法第３条第２項の適用を受ける現に存する又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物又は建

築物の部分 
（３）都市計画施設の区域内の建築物 
（４）一定規模以上の面積を有する敷地における建築物で区長が土地利用上やむを得ないと認めて許可したもの 
（５）その他の建築物で区長が公益上又は土地利用上やむを得ないと認めて許可したもの 

建築物等の高さの 
最低限度 

特定地区防災施設の道路に接する敷地で特定建築物地区整備計画区域内における建築物の各部分の高さの最低限度は
５ｍとする。なお、最低限度高度地区が指定されている区域については、最低限度高度地区内の建築物に関する規定をあ
わせて適用する。 
ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分 
（２）附属建築物で平家建のもの（建築物に附属する門又は塀を含む。） 
（３）地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設ける建築物 
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特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の高さの 
最低限度 

（４）建築基準法第３条第２項の適用を受ける現に存する又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物又は建 
築物の部分 

（５）都市計画施設の区域内の建築物 
（６）その他の建築物で区長が公益上又は土地利用上やむを得ないと認めて許可したもの 

建築物等の高さの 
最高限度 

－ 

建築物及び広告塔、広告板、装飾塔その他これらに類する
工作物の地盤面からの高さは以下の定めによらなければな
らない。 
１ １３ｍ以下かつ地階を除く階数４以下とする。 
２ 敷地面積が４００㎡以上の敷地においては１９ｍ以下か
つ地階を除く階数６以下とする。 

３ 敷地面積が８００㎡以上の敷地においては２５ｍ以下か
つ地階を除く階数８以下とする。 

－ 

建築物等の用途の 
制限 ※ 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 
１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第１号から第３号まで
に規定する風俗営業を営む建築物又は同条第６項第１号から第５号までに規定する店舗型性風俗特殊営業を営む建築物 

２ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む建築物（前号に該当する営業
を営むものを除く。） 

３ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業（客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する
者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。）を営む建築物 

４ ホテル又は旅館 

建築物の容積率の 
最高限度 ※ 

－ 

１ 建築物の容積率の最高限度は、１０分の３０とする。 
ただし、壁面の位置の制限が定められていない敷地では、

前面道路(前面道路が２以上ある場合は、その幅員が最大の
もの)の幅員のメートルの数値に１０分の６を乗じて得た 
数値と上記で定める数値のいずれか小さい方とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物については、上記 
の規定は適用しない。 

（１）建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建 
築物 

（２）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条第１ 
項による許可を受けた建築物 

－ 

建築物の敷地面積 
の最低限度 

１ 建築物の敷地面積の最低限度は８３㎡とする。 
ただし、次の各号のいずれかに該当する土地について、その全部を１の敷地として使用する場合はこの限りでない。 

（１）本地区計画の決定又は変更の際現に建築物の敷地として使用されている土地 
（２）公共施設の整備により分割された８３㎡に満たない土地 
（３）公共施設の整備により代替地として譲渡された土地 
（４）現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地 

 



 

１３７ 

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の敷地面積 
の最低限度 

２ 前項ただし書きの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
（１）前項の規定の変更後の同項の規定の施行又は適用の際、変更前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権

その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば変更前の同項の規定に違反することとなった土地 
（２）前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するなら

ば同項の規定に適合するに至った土地 

壁面の位置の制限 

地区防災施設の道路に面する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、以下に規定する位置を超えて建築してはならない。 
１ 防災生活道路２号の計画道路中心から３.５ｍ 
ただし、高さ１３ｍ又は地階を除く階数４を超える部分は計画道路中心から６.５ｍ、高さ１９ｍ又は地階を除く階数６
を超える部分は計画道路中心から９.５ｍとする。 

２ 防災生活道路３号～７号の計画道路中心から３.０ｍ 
ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）街区の角にある敷地の隅切りの底辺からの外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分 
（２）外壁面から突出した開口部で床面積として算入されない出窓の部分 
（３）軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ外壁の後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が５㎡以内である物置その他

これらに類する用途（自動車車庫を除く。）に供するもの 
（４）軒の高さが２.３ｍ以下である自動車車庫 
（５）建築物の地盤面下の部分 
（６）公共用歩廊、公衆電話、歩行者の安全上設置する庇等公益上必要なもので区長がやむを得ないと認めて許可したもの 

壁面後退区域に 
おける工作物の 
設置の制限 

１ 壁面の位置の制限が定められた区域のうち、地区防災施設の道路の部分には、塀、柵、広告物、看板等の工作物を設置し
てはならない。 

２ 防災生活道路２号の壁面の位置の制限が定められた区域には、塀、柵、広告物、看板等の工作物を設置してはならない。 

建築物等の形態又は 
色彩その他の意匠の 
制限 

建築物の屋根、外壁等の色彩は良好な住環境にふさわしい、落ち着いた色合いのものとする。 
また、屋外広告物・広告板は景観を損なわないものとするとともに、腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用しては

ならない。 

垣又は柵の構造の 
制限 

道路に面して震災時に倒壊のおそれのある組積造によるブロック塀等を設けてはならない。道路に面して垣、柵を設ける
場合には、生け垣又は透視可能なフェンスとする。 
ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）道路面からの高さ０.６ｍ以下のブロック塀、その他これに類するもの 
（２）道路に面する門柱又は門柱に接続するブロック塀その他これに類するもので、その長さが１.２ｍ以下かつ高さが  

２.０ｍ以下のもの 
（３）法令等の制限上やむを得ないもの 

土地の利用に関する事項 地区内では積極的に緑化を推進するとともに、接道部緑化、屋上緑化等に努める。 

 



１３８ 

 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画 

位  置 足立区千住仲町地内 

面  積 約 １４.７ｈａ 

地区施設の 
配置及び規模 

種  類 名  称 幅  員 延  長 備   考 

道  路 

区画道路１号 ４.０ｍ 約  ９５ｍ 拡 幅 

区画道路２号 ４.０ｍ 約１６０ｍ 拡 幅 

区画道路３号 ４.０ｍ 約１７０ｍ 拡 幅 

区画道路４号 ４.０ｍ 約  ８０ｍ 拡 幅 

区画道路５号 ４.０ｍ 約１０５ｍ 拡 幅 

区画道路６号 ４.０ｍ 約１７０ｍ 拡 幅 

区画道路７号 ４.０ｍ 約  ８５ｍ 拡 幅 

区画道路８号 ４.０ｍ 約１７０ｍ 拡 幅 

区画道路９号 ４.０ｍ 約１５５ｍ 拡 幅 

区画道路１０号 ４.０ｍ 約  ４５ｍ 拡 幅 

区画道路１１号 ４.０ｍ 約  ３０ｍ 拡 幅 

区画道路１２号 ４.０ｍ 約  ８０ｍ 拡 幅 

区画道路１３号 ４.０ｍ 約１４５ｍ 拡 幅 

区画道路１４号 ４.０ｍ 約  ５０ｍ 拡 幅 

区画道路１５号 ４.０ｍ 約  ８０ｍ 拡 幅 

区画道路１６号 ４.０ｍ 約  ５５ｍ 拡 幅 

地区施設の道路と他の地区施設の道路が交差する角地部分については、敷地の隅を頂点とする長さ２ｍ以上の
底辺を有する二等辺三角形の部分は地区施設の道路とする。 
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防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区 分 

名 称 幹線道路沿道地区 旧日光街道沿道地区 ミリオン通り沿道地区 住商共存地区 

面 積 約 ３.１ｈａ 約 １.１ｈａ 約 １.１ｈａ 約 ９.４ｈａ 

建築物の構造に関す 
る防火上必要な制限 

準防火地域内において、延べ面積が５００㎡を超える建築物は耐火建築物等（建築基準法第５３条第３項第１号イに規定
する耐火建築物等をいう。）とし、その他の建築物は耐火建築物等又は準耐火建築物等（同号ロに規定する準耐火建築物等を
いう。）としなければならない。 
なお、建築物が準防火地域と防火地域にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されていな

い場合はその全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 
ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）高さ２ｍ以下の門又は塀 
（２）高さ２ｍを超える門又は塀で、延焼防止上支障のない構造としたもの 
（３）増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築基準法施行令第１３７条の１０に定めるもの 
（４）建築基準法第３条第２項の適用を受ける現に存する又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物又は建築

物の部分 
（５）都市計画施設の区域内の建築物 

建築物等の用途の 
制限 ※ 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 
１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第１号から第３号まで
に規定する風俗営業を営む建築物又は同条第６項第１号から第５号までに規定する店舗型性風俗特殊営業を営む建築物 

２ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む建築物（前号に該当する営業
を営むものを除く。） 

３ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業（客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する
者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。）を営む建築物 

４ ホテル又は旅館 

建築物の敷地面積 
の最低限度 

１ 建築物の敷地面積の最低限度は８３㎡とする。 
ただし、次の各号のいずれかに該当する土地について、その全部を１の敷地として使用する場合はこの限りでない。  

（１）本地区計画の決定又は変更の際現に建築物の敷地として使用されている土地  
（２）公共施設の整備により分割された８３㎡に満たない土地 
（３）公共施設の整備により代替地として譲渡された土地 
（４）現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地 
２ 前項ただし書きの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
（１）前項の規定の変更後の同項の規定の施行又は適用の際、変更前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権

その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば変更前の同項の規定に違反することとなった土地 
（２）前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば

同項の規定に適合するに至った土地 
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建築物等の形態 
又は色彩その他の 
意匠の制限 

建築物の屋根、外壁等の色彩は良好な住環境にふさわしい、落ち着いた色合いのものとする。 
また、屋外広告物・広告板は景観を損なわないものとするとともに、腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用して 

はならない。 

垣又は柵の構造の 
制限 

道路に面して震災時に倒壊のおそれのある組積造によるブロック塀等を設けてはならない。道路に面して垣、柵を設ける
場合には、生け垣又は透視可能なフェンスとする。 
ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）道路面からの高さ０.６ｍ以下のブロック塀、その他これに類するもの 
（２）道路に面する門柱又は門柱に接続するブロック塀その他これに類するもので、その長さが１.２ｍ以下かつ高さが  

２.０ｍ以下のもの 
（３）法令等の制限上やむを得ないもの 

土地の利用に関する事項 地区内では積極的に緑化を推進するとともに、接道部緑化、屋上緑化等に努める。 

※は知事協議事項 

 

「防災街区整備地区計画区域、地区防災施設の区域、特定地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域、防災街区整備地区整備計画の地区の区分及

び地区防災施設・地区施設の配置並びに壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

 

理 由：建築基準法第５９条の２第１項による許可を受けた建築物とともに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴う「長期優良住宅型総合
設計制度」を活用可能にするため、地区計画を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１４１ 

変 更 概 要（  部分が変更あるいは追加、削除の部分） 
名   称 千住仲町地区防災街区整備地区計画 
位   置※ 足立区千住仲町地内 
面   積※ 約 １５．７ｈａ 

事   項 旧 新 摘要 

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区 
の 
区分 

名称 
幹線道路沿道地区 
旧日光街道沿道地区 

住商共存地区 
ミリオン通り沿道地区 

幹線道路沿道地区 
旧日光街道沿道地区 

住商共存地区 
ミリオン通り沿道地区 

 

面積 (略) 約 １．１ｈａ (略) 約 １．１ｈａ 

建築物の 
容積率の 
最高限度 

※ 

― 

１ 建築物の容積率の最高限度
は、１０分の３０とする。 
ただし、壁面の位置の制限が定

められていない敷地では、前面道
路(前面道路が２以上ある場合は、
その幅員が最大のもの)の幅員の
メートルの数値に１０分の６を乗
じて得た数値と上記で定める数値
のいずれか小さい方とする。 
２ 建築基準法第５９条の２の規
定に基づき特定行政庁の許可を
受けた建築物は、上記の規定は
適用しない。 

― 

１ 建築物の容積率の最高限度
は、１０分の３０とする。 
ただし、壁面の位置の制限が定

められていない敷地では、前面道
路(前面道路が２以上ある場合は、
その幅員が最大のもの)の幅員の
メートルの数値に１０分の６を乗
じて得た数値と上記で定める数値
のいずれか小さい方とする。 
２  次の各号のいずれかに該当す
る建築物については、上記の規
定は適用しない。 

（１）建築基準法第５９条の２第 
１項による許可を受けた建築物 
（２）長期優良住宅の普及の促進 
に関する法律第１８条第１項に
よる許可を受けた建築物 

地区区分
に応じた
適用除外
規定の追
加、文言
の精査 
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縮小版 

千住仲町地区防災
街区整備地区計画 
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